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中国の民主化と「法の支配」

土屋光芳

一一ー《論文要旨》

本稿は中国の民主化について法の支配の観点から考察した。民主化は非民主主義

体制から民主主義体制への移行を意味し，政党問の競争選挙がその指標である。法

の支配は競争選挙の必要条件である。法の支配を「薄い法の支配」と「厚い法の支

配」に区別すると，薄い法の支配から厚い法の支配への移行が民主化である。具体

的には 1930年前後の淫糟衛の「民主化の食てJ.戦後の台湾問民政府の民主化，そ

して郵小平の改革開放政策を取り上げた。まず夜糟衡は孫文の三序(憲政→認iI政→

憲政)を前提に蒋介石政権の「司11政」を独裁と批判し.r党治」を「法治」にする

ため訓政時期約法の制定を提起する。この民主化プランは軍事的敗北で実行できな

かったが，務介石政権を分裂させるインパクトをもった。戦後 1947年に国民政府

は中華民国簸法号制定，立法院・国民大会選挙を実施して民主化を実現するが，内

戦に敗北，蒋介石は戒厳令を発して 1947年憲法を凍結して台湾に移る。その後，

約40年続く国民党の一党独裁体制は 3つの政治規範一一国民党一党制. 1947年憲

法の適用と台湾省の民主化，イデオロギー市場の発展の容認一一安維持し，薄い法

の支配を笑現した。蒋介石の長男の蒋経国は 1986年民主進歩党の結成を黙認して

国民党一党制を放棄し. 87年戒厳令を解除し 1947年憲法を復活させて厚い法の支

配を達成する。その後. 1990年代に李登輝政権は憲法修正によって平和裏に 1947

年憲法の台湾化を実現した。大陸の共藤党政権は文化大革命まで無秩序状態が続~.

これを郵小平が回復してエリートの政治規範を再確立し，改革開放政策に着手した。

同時に政治改革も実行され. 1986年に趨紫陽の提起した「党政分離」が民主化に

とって意味がある。組紫陽lま「党政分離」によって「党治」を「法治」の下に置こ

うとしたが，この試みは 1989年の「六四J(天安門事件)で頓挫した。しかし，他

の政治改革はその後も継続し，全国人民代表大会の立法機能の強化と末端レベルの

人民代表の直接選挙が実現した。ただし，それらは党支配の強化を目指すもので，

せいぜい薄い法の支配を実現したにすき、なかった。

キーワード:民主化，厚い法の支配，薄い法の支配，党治，法治.f:E精衛，約法，

蒋経国，李登輝，郵小平，越紫陽，党政分離
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はじめに

2012年 11月に誕生した習近平政権は持論の「中国の夢J在掲げ，東・南

シナ海の支配権の確立によってアジアからアメリカ勢力を駆逐しようとする

一方，国内では汚職の摘発と「法治」の強化によって国家主席への権力集中

を図っている。この「法的」は民主化の必要条件とされるいわゆる「法の支

配」ではなく富岡強兵吾めざした中国伝統の法家思想を思い起こさせる。法

家思想は「道徳や学問よりも法律を重んじ，法律の実施には信賞必罰を期し，

貴族権臣の勢力をおさえ，学者の政治批判を禁じ，農業を基礎とする富国強

兵を図仏大帝国の建設を理想とする」とされるω。習近平政権は表面的iこ

は「虎も蝿も退治する」として「法の下の平等」を掲げるが，政敵の粛清と

権力集中を図り，旧王朝の継承者を自認して軍事大固化によって領土・領海・

領空を拡大して，いわゆる「一帯一路J(シルクロード)構想を進めている。

2015年に設立が決まったアジアインフラ投資銀行 (AIlB)は，あるいは

新生中華帝国の出発点となるかもしれなL、。しかし， 1911年の辛亥革命以

降，中国では民主化をめざして何度か政治改革が試みられ， とれら政治改革

がヨーロッパ流の立憲国家と法の支配の確立を目指すものだったことを忘れ

ではならないであろう o まずさ持亥革命後，大統領制と議院内閣制の混合型の

民主主義体制が樹立され，衆議院・参議院の二院制が採用され， 1912年に

衆議院選挙(制限選挙)も実施された。

次いで 1928年にこの北京政府を倒した南京国民政府は「司11政」を掲げて

中国国民党が国民に代わって統治する「党治」を行った。しかし，この司11政

時期の「党治」ですら「憲政」に至る過渡期とされていたし，第 2次世界大

戦後，国民政府は 1947年に中華民国憲法(以下， 1947年憲法と略す)を制

定しただけでなく， 1947年に立法院選挙， 48年に国民大会選挙をもそれぞ
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れ実施し民主化を達成した。しかし，内戦に敗れた蒋介石は戒厳令を発して

1947年憲法を凍結し，これら国会議員の多くとともに台湾に移って一党独

裁体制を樹立する。 1987年に蒋介石の長男，蒋経国総統は戒厳令を解除し

て1947年憲法を復活させて民主化を達成し， 1990年代に李登輝総統が 1947

年憲法の台湾化を実現した。

他方，共産党政権は内戦には勝利したが，文化大革命に至るまで混乱が続

いた。この混乱のあと実権を握った部小平は 1978年に改革開放政策を開始

し経済改革と同時に政治改革にも着手した。 1987年 10月に趨紫陽が提起し

た「党政分離」の政治改革は党の機能と政府の機能を分けて「党治」のルー

ルイとを試みた。しかし， この試みは 1989年の|ノ¥問J(天安門事件)で失敗

した。他方，経済改革は継続し 2000年以降，経済の高度成長を持続させ，

2010年を過ぎると世界第二の経済大国となった。最近は「大国」を自任し

て公然と米国に対して太平洋を二分することを公言し出した。 2014年 5月

に上海で開催されたアジア信頼醸成措置会議で習近平主席は，あたかも戦前

日本の天羽声明の「アジア・モンロー宣言J(1 B3/11f. J!月)のように「アジ

アの物事を運営し，問題を解決し，安全を守るのはアジアの人民であるべき

だ」と主張， 2015年6月 16日，南シナ海での人工島建設は「近く完了」と

発表したヘ同年 9月3日に戦勝記念日軍事パレードを実施して軍事大国を

誇示した中国は既に民主化与を達成した台湾や韓関など安自らの経済閣に取り

込むだけでなく政治的にも吸収するかのような勢いである。

本稿は中国の民主化を法の支配の視点から捉え直す試みである。後者の

「法の支配」は，中閏法研究者， ピ一レンブ一ムによれlばf主， r注法Aが国家と個々

の支配エリ一トの

る.:sC九前者の「民主化」は非民主主義{体本制から民主主義体制への移行，つま

り，デモクラシーの形成を意味する。民主化の目安は政党聞の競争選挙であ

る。競争選挙は，互いに対等な立場を前提としたアクターが暴力に拠るので
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はなくゲームのルール，つまり， I法の支配」を受け入れることによって実

現できると考えられている(九

最近，米国の法律学者のタマナハは著書rI法の支配」をめぐって:歴史・

政治・理論』で中悶の国家主席，ジンパブエの大統領などを含め「世界中の

政治指導者が法の支配を唱導している」のを見ると，法の支配と民主主義と

をそのまま結び付けることはできないとして次のように指摘した。法の支配

は正確な意味が分からないままに，今日の世界で「正当で優れた政治的理想」

とみなされている[おかしな状態にある」と(九確かに法の支配は歴史上，

様々な文脈で使用され， I多義的な概念」といってよいであろう〈九近代立

憲主義において法の支配は基本的人権の保障と権力分立と怯ぶ 3つの特徴の

ーっとされへ「正当で優れた政治的理想」とみなされているのも確かであ

ろう{九しかし，民主化論において法の支配はそのような規範的特徴ではな

く，競争選挙の必要条件とみるのが通例である(九ここでは以下の議論の前

提として法の支配の意味を歴史的起源に遡って確認しておこう。

法の支配の起源の」つは!人の支配」と「法の支配jを対立させるアリス

トテレスに遡るものであろう。アリストテレスは『政治学J(第 3巻第 16章)

で人の支配よりも法の支配が優れていると主張する。その理由として「激情

は役人たちを，たとい最善の人であっても，ゆがませる」からであるとして

いる(!九アリストテレスは「法」を「欲情を伴わない理知」としているの

で，アリストテレスの「法の支配Jとは「欲情」よりも「理性」を尊重する

ことの比喰といってよい。他方，中国の春秋戦国時代，法家は儒家の「人治=

礼治」そ批判して「法の統治 iを強調したが， I法lま札を実現するための保

障であり，礼は法の基本思想Jであるとされる(川。つまり，礼が優位にあ

るのであり，法は礼を補完する役割しか持たなかったことが分かる。

また，法の支配はヨーロッパ中世の学者にその起源があるともいわれ

る(凶。中世の学者たちは，法と国家を「異なるこつのもの」とみなし，法
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を「国家に依存して存立するものとしてではなく，国家に先行するものとし

て把握」する。つまり，法の支配は，ダントレーヴによれば，国家の「合法

性jを意味するものであった(同。その場合，国家は|¥法の何らかの基礎の

上に置きJ，1"或る法的行為の結果」とみる(凶。さらにダントレーヴl立法の

支配という「古来の観念の制度的実践」が立憲主義であると指摘してい

る(I九この立憲主義 (constitutionalism)，ないし立憲的支配 (constitu-

tion rule)は，政治学の定評のある英文の教科書によれば， I政府を法で基

礎づける慣習，実践及び価値の混合物」と定義され， 1"この立憲主義がなけ

れば，憲法は単なる資格証明に過ぎなくなる。…共産主義同家は頻繁に新憲

法を公布するが，それらの内容はほとんど支配政党のその時々の目標を反映

したものである」と指摘しているω。

また，法の支配は， 1世紀ほど前，法制史家のダイシーがイギリス憲法の

歴史的特徴であると指摘し(jヘ「議会主権 jを保証する!原理とみなされた州。

ダイシーは法の支配の意味安，第 1に法の優位(理性と正義の観念)，第 2

に法の前の平等(制限政府，権力分立に繋がる)，第 3に通常法の結果とし

ての憲法(コモン・ローの伝統)の 3点にまとめた(則。ダイシーの説は 19

世紀末，社会立法の増加によって議会主権が浸食されつつあるという危機感

がその背景にあった{則。他方， 1930年代の全体主義の台頭に直面して議会

政治の危機が叫ばれたとき， ドイツがなぜナチスによる「合法的な」政権掌

握を許したか，その理由について F・ノイマンは「法の支配iの観点から考

察している。すなわち，イギリスの場合，中産階級の立法作成への参加とい

う「法の概泉」に関心があったのに対してドイツの法理論は「実定法の解釈

に関心があって法の源泉にはなかった」と鋭い指摘を行っfこ(叫。

ダイシーとほぼ同時代の社会学者 M'ウェーパーの支配の三類型一ーす

なわち，カリスマ的支配，伝統的支配，合法的支配一ーにあてはめるならば，

f法の支配」は「合法的支配(依法的支配)Jに相当する。ウェーパーは支配
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を正当化する信念に着目し，合法的支配はその信念を個人のカリスマ的能力

や古くからの伝統ではなく「合理的な根拠 制定された法規の合法性に対

する信念と，それらの法規の下で当}砧4者になつた者の命令権に対する信念

(合法的権威)川」に拠るものであると指摘した(側2担22)町)

このように歴史的にみれば，法の支配は人の支配と区別して情念に左右さ

れない理性的なもの，国家の「合法性j(その制度化が「立憲主義j)，議会

主権の保障，支配の正当化の一種(令法的支配)など，確かにさまざまな文

脈でいろいろな意味で使用されてきたといえる O しかし，法の支配はタマナ

ハのように「正当で優れた政治的理想j，つまり，規範的目標とみるよりも

民主化の必要条件と見る方が政治分析に有益であるというのが筆者の立場で

ある。

ここでは民主化論の立場から法の支配色ダイアモンドとモルリーノが行っ

たように， I薄い法の支配」と「厚い法の支配」に概念的に区別することに

しよう。薄い法の支配とは， I政府アクターが暴力を独占することによって

圏内秩序を維持する」ものである(却。改革開放後の中国は「法政改革」に

努め， I法治Jを推進してきたとされるが，党の政府に対する「指導Jを否

定しない以上，中間の「法治jは薄い法の支配ということができょう。他方，

Ir厚い」法の支配概念は民主政治の文脈の方で有意のものである」。したがっ

て， IrよL、J(本質的にリベラルな)デモクラシーは法の支配が強力でたく

ましく，広く普及し自己維持するものである」。後者の厚い法の支配が具体

的に対象とするのは，オドンネルによれば，法制度，国家・政府，裁判所と

その付属機関，国家制度一般，社会的文脈，公民権・人権に関連するもので

ある(白)。

こうしたダイアモンドとモルリーノの薄い法の支配と厚い法の支配という

二分法を使用するならば，民主化は，薄い法の支配から厚い法の支配への移

行を意味することになる。つまり，民主化は暴力の独占による国内秩序の維
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持からリベラル・デモクラシーが国家，政府機関，社会制度に浸透し拡大し

ていくプロセス，ということになる。民主化論はこのプロセスを動かしてい

く諸アクターの関係に注目することによって民主化過程のダイナミックスを

明らかにすることに分析の特徴がある。民主化過視の震要なアクターとして

は，まず体制側と反対勢力に分け，次に体制側を保守派と改革派に，反対勢

力を穏健派と急進派にそれぞれ分ける。民主化の前提として体制側と反対勢

力が相互に対等なアクターと認めるか否かが重要である。次いで民主化過程

の特徴は体制側と反対勢力のどのアクターがリーダーシップそ取ったかで決

まる。体制側の改革派がリーダーシップをとる場合を Ir.からの民主化J，

反対勢力の穏健派がリーダーシップをとる場合を|下からの民主化」と呼び，

体制側の改革派と反対勢力の穏健派が協力する場合安「上と下との共同行為

による民主化」と筆者は呼んだ(制。それ以外の場合では暴力が伴い，民主

化は起きない。たとえば，体制側の保守派がリーダーシップをとれば， I反

革命Jであり，反対勢力の急進派がリーダーシップをとれば， I革命Jとい

うことができるO

さて，中国大陸では 1911年の辛亥革命後，民主主義体制が樹立されたが，

これまでこの事実はそれほど強調されなかったのではなかろうか(詳細は拙

著『中国と台湾の「民主化の試みJJ第 2章第 I節を参照していただきたい)。

ここではそのポイントだけを指摘しておく。辛亥革命では，南京で革命派が

臨時政府を樹立し，その後，臨時政府側と清朝の軍事力を支える案世凱との

聞で取引が成立した。それは実世凱に総統職を譲る代わりに清朝皇帝を退位

させるというのであった。とうして革命は成功し中平民間は衆議院と参議院

の二院制を採用した。 1912年に衆議院選挙は複数政党による競争選挙(た

だい制限選挙)で行われ，民主主義体制は設定されたのである。この選挙

は国民党(革命政党の同盟会を議会政党に改組したもの)の勝利で終わった。

しかし，その直後，総統の嚢世凱は国民党の党首，宋教仁を暗殺しただけで

(603 ) 25 



政経論叢第84巻第5・6号

なく，さらに自らも皇帝に就こうとした。しかし，嚢世凱の企ては共和制支

持者 cr改革派j)の反対にあって失敗し，その後，清朝の復畔もまた失敗し，

こうした危機を乗り越えて中国史上，最初の民主主義体!l1IJは生き延びたので

ある。この民主主義体制が崩壊する原因は色々あるが，筆者はその制度的特

色に注目した。それは大統領制と議院内閣制をミックスした混合型であり，

この制度は総統(大統領)と総理(首相)が対立する可能性をはらんでいた

のである。実際，給、統と総理の対立が軍事的なそれに発展し，ルールよりも

力を優先するようになり，北京政府はいわゆる軍閥政権と変わらなくなり，

民主主義体制としての権威を失っていった。

以下，中国の民主化の試みはなぜ大陸で失敗したのに対して台湾で成功を

収めたのか，その原因を法の支配から考えてみたし、。具体的に検討するのは，

まず中国国民政府の時期， 1930年前後に圧精衛が試みた「民主化の企てj，

次に 1990年代前後の台湾の国民党政権の民主化の成功，最後に 1989年の

「六回jc天安門事件)で失敗した共産党政権の「政治改革Jである O

1.王精衛の「民主化の企て」

一-r約法」による「党治jのルール化一一

1928年末に北伐軍が北京そ占領して南京国民政府は中間の中央政府の地

位を手にした。北伐軍は各地の軍閥の混成軍であったため，北伐軍総司令の

蒋介石(1887一75)が名実ともに中央政権の指導者となるためには各地の軍

闘を自らの統制j下に置く必要があった。同時に同民政府はそれまで「議11政」

を掲げて国民党が同氏から政権を預かるとしていたので，孫文の三序(すな

わち，軍政，訓政，憲政)に従っていかにして訓政を憲政にするか，という

重要な政治課題があった。本節で取り上げるのは，後者の政治課題をめぐっ

て 1930年から 31年にかけて反蒋大連合を指導した庄精衛(1883-1944)の
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「民主化の企て」である。この反蒋大連合で圧精衛は蒋介石政権の訓政を独

裁と批判して憲政に移行するための民主化プランを提起した(制。庄の民主

化プランは，簡潔にいえば，訪"政の党治を憲政の法治に変えるため「司"政時

期約法Jを制定しなければならないというものである。最終的にI王精筏らの反

蒋大連合は軍事的に簿介石側に敗北して民主化プランは実行の機会が得られ

なかったが，興味深い点は，夜の問題提起が蒋介石政権を瓦解させる大きな

インパクトを持ったととである。在が提起した訓政時期約法はどのような特

徴があり，なぜ蒋介;行政権の瓦解につながったかについて，考察してみよう。

まず在精衡の民主化プランは訓政の党治を憲政の法治に変えるために司"政

|時期約法の制定が必要であるというそれであるが， iEの主張の特徴は何であ

ろうか。第 lに孫文の国家建設プランで描かれた「軍法の治j，r約法の治j，

「憲法の治Jの三序に根拠を置いている(へ特に 1917年に孫文が「孫文学

説(心理建設)j第6章(能知必実行)で，この三序を「軍政時期」の「筆

法j，r司"政時期」の「約法j，r憲政時期」の「態法」と明記した点に注目し

た。こうして約t去を憲法とは区別したうえで，三仰のなかでもその中間時期

の吉"政時期約法を取り上げたのである(明。確かに孫文は「孫文学説(心理

建設)j第6章で「第 2に過渡期の時期として，との時期に約法(現行の北

京政府のそれではない)を施行して，地方自治を建設し民権の発達を促進す

る」と述べている(制。託のこの約法論は，蒋介石政権がすでに 1929年3月

に起草した「訓政綱領」に基づき，訓政時期は「総理遺教を最高指導原則と

し約法は必要ない」という胡漢民の主張を批判したものでもあったのであ

る(剖)。

第2に「司"政H割引約法」を「政府と人民との関係を確定し，人民の権利に

対する政府の干渉の程度を一定に限るもの」と規定し，それによって「一方

では人民を訓練し，他方では人民に一定の権力を与えなければならなLリと

していた則。このように訓政時期約法は個人の権利に対する政府の干渉を
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制限すると同時に，人民を訓練し一定の権力を与えるものだというのである。

そのような約法の制約の下で「党治」を行うように庄は訴えたのである。端

的に「党治」は民主政治を達成する手段でなければならないと主張した(ω3担ω2幻)

こうして蒋介石政権を「党治」が蒋介石の「人治Jとなり，独裁であると批

判したのである。実際，在精衛たちは蒋介石政権に対抗して北平(北京)で

閤錫山や漏玉祥等の軍事力を背景に反蒋大連合を結成して「拡大会議」を開

催し，約法(~、わゆる太原約法)制定を目指した。この拡大会議で圧精衛側

は，蒋介石政権の訓政が党治の名を借りた「個人独裁」になっているのは，

約法を制定していないからであるという批判を繰り広げたのであるo 結局の

ところ，拡大会議側は蒋介石軍との戦いに敗れただけでなく張学良が蒋介石

支持を明確にしたことによって瓦解し，日精衛の民主化プランも実を結ばな

かっfこ。

第 3に指摘したいのは，拡大会議側が起草した太原約法草案は蒋介石政権

に敗北したため公布されることはなかったが，この草案が中国の憲法史上，

「人民の権利と自由の規定」で「もっとも整ったものである」と今日でも評

価されていることである制。

要するに，反対勢力を率いた庄精衛等は，蒋介石政権の「党治」を，約法

がないから独裁であると批判したが，この主張は訓政時期約法の制定によっ

て党治をルール化して法治に近づけ，憲政への道筋そっけようする「民主化

の企て」だったということができょう。興味深いことに蒋介石がこの訴えを

取り上げて約法制定に乗り出し，いわば改革派の立場を明確にしたのである。

それどころか蒋介石は約法制定に反対して審議にかけようとしなかった立法

院長の胡漢民(保守派〉を幽閉して約法制定を急いだのである。 1931年5

月に蒋介石政権側も訓政時期約法を制定したことによって一見すると在精衛

たち反対勢力側の要求が通ったようにもみえる。しかし，蒋介石側の約法は

法治を目指すものではなく党治を正当化することに力点があったし (8ぺ拡
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大会議側が蒋介石仮.1)に軍事的に敗北したので，在精衛たちの太原約法は草案

のままで終わってしまうのである。

このように圧精衛の「民主化の企て」そのものは失敗したのであるが，実

際に蒋介石政権に大きなインパクトを与えたのである。そのインパクトは主

に2つある。その一つは蒋介石側が庄の拡大会議側に対して軍事的に勝利し

たにもかかわらず，この約法問題が結果的に南京政府を分裂させるきっかけ

となったことである。すでに指摘したが，蒋介石は立法院長の胡漢民に約法

制定の準備をするように促したが，胡はこれを無視した。そのわけは，すで

に指摘したが，拐漢民lま，制定した「訓政綱領 I(1928年 10月 3日)を

!約法」とみなしていただけでなく，立法院は「約法|の審議機関ではない

とも考えていたからであるo それ以上に当時の胡漢民がもっとも懸念したの

は，蒋介石が主席，次いで総統になるつもりではなし、かというものだったと

その回想録で書いていた (3九いずれにしてもこの胡漢民幽閉事件が起きる

と広東派の政治家たちは続々と南京政府を辞職し広東に向かつて南下していっ

た。広東派の指導者ががj漢民であったからである。

もう一つのインパクトは，広東派を中心とする反蒋勢力は 1931年 5月に

広州に集結して非常会議を開催し， 2回目の反帝大連合を実現し， ft精衛も

招かれて，別個の国民政府が樹立されたことである。その数カ月後， I九一

八J(満州事変)が勃発する。南京政府は対日「不抵抗Jに終始して日本に

「東三省」占領を許し，国民の批判が強まり，蒋介石は下野を余儀なくされ

た。一方，非常会議は保守派が牛耳っていたので，i王精街は同志である改組

派の参加を拒否されるなど，冷遇された結果，蒋介石との介作に傾いてい

く(3九胡漢民が釈般されると南京と広州|の両国民政府の統合が進む。しか

し，任精衛は広州政府とは別個に南京政府との統合を進め，その過程で南京

政府に対して政府の機構改革を求めた点が重要である。それでは政府機構を

どのように変更しようとしたのであろうか。
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第 1に政府主席会象徴的な地位する。

第 2に行政院長が政治責任を負う。

第3に総司令をJ廃止する(町)。

全体としてみれば，このような政府機構の変更は，南京政府の集権的性格

をより分権的なそれに変えようとした点で薄い法の支配を厚い法の支配に移

行させようとしたものといってよいであろう。特に政治の費任是主席の手か

ら行政院長に移した点が重要であり， 1932年 1月28日に蒋圧合作政権が成

立し，圧が行政院長に就いた。一見すると改革派の蒋介石と穏健派の在精衛

が協力してより民主的な政権を作ったようにみえるので，後の李登輝政権が

実現したような「上と下との共同行為による民主化」に似た部分もないわけ

でない。しかし，同政権では共産党討伐が優先された結果，軍事委員会委員

長に就任した蒋介石が実権を握り，庄の行政院長の権限は名目的なものにす

ぎないことが徐々に明らかになってくる(問。それにもかかわらず，現実的

な政治家として圧精衡は政権に入った以上，次の憲法草案の作成作業を進め

て，憲政と法治が実現するのを待てばよい，と考えていたのかもしれない。そ

うであれば， ffの「民主化の企て」はある程度成功したともいえるであろう。

他方，蒋正合作政権の差し迫った課題は，圏内政治ではなく対日関係であ

り， 1932年 1月28日の政権発足と雨時に起きた「一・二八J(上海事変)

の収拾であった。この「一・エ八Jは5月5日に停戦協定の締結となり， 日

本軍の撤退も実現する。残る難聞は「九・一八J(満州事変〉後，日本の占

領下にあった東北問題の解決であった。実際，国内統ーを優先して対日抵抗

が後回しにされ， 1935年に日本軍の南下が始まると軍事的背景を欠いた圧

精衛の対日外交はその場しのぎにならざるを得ず，日本軍に対して妥協を余

儀なくされる。そのため外交部長安兼務していた行政院長の庄は国民の批判

を一手に引き受け，同年 11月l日にテロで負傷して失脚するのである。
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2. 蒋経国・李登輝両政権 1947年憲法の復活と台湾化

さて，蒋介石は戦後の国共内戦に放れて大陸から逃れた台湾で一党独裁体

制を構築する。蒋介石の一党独裁体制の特徴は，松田康博によれば， rあく
まで危機に際して緊急避難的に選択された独裁J，あるいは「憲法に依拠し

た臨時独裁Jである側。この指摘は蒋介石の独裁がカール・シュミットの

いう「主権独裁J(新たな秩序を創出する)ではなく「委任独裁」に近かっ

たことを示唆していて興味深い。委任独裁とは「既存秩序全体を」除去する

のではなく， r憲法の孔体的存立を守るための，そのおなじ進法を具体的に

棚上げする」ものである (4九闇民政府は台湾に移る前の 1947年 1月に中華

民国憲法(1947憲法)を制定し，同年 11月の国民大会代表選挙と翌48年1

月の立法委員選挙を実施した。しかし， 1948年3月に第 l期国民大会は，

内戦状態、にあるという理由で 4月 18日に動員猷乱時期臨時条款を通過，総

統に非常大権を勺え，総統の持介石は 1949年5月 19日に成厳令を布告した。

蒋介石は選出されたこれら国会議員の多くとともに台湾に撤退した後， 1947 

年憲法の効力を停止して(廃止でないから， r委任独裁 jに相当する)一党

独裁体制を打ち立てたのである (4九 1947年意法の効力停止は蒋介石の息子

の蒋経国が 1987年に戒厳令を解除するまで続いた。

ここでは台湾で蒋介石が樹立し，約 40年続いた国民党の一党独裁体制に

は3つの政治規範があった点に注目しよう(4九第 1に国民党一党制の保

持(43) 第2に1947年憲法の維持(叫と台湾省の民全化(ベ第3にイデオロギー

市場の発展の容認(ただし， I反共」と体制批判禁止)である。言い換えれ

ば， これらの政治規範は，国民党の「党治Jを維持する一方， 1947年憲法

によって国民政府を中圏全体の政権と擬制して台湾省を民主化しながら対外

的に「反共」の自由主義陣営に属する立場を明確にしていたのである。
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蒋介石の一党独裁体制下， これら 3つの政治規範は東西冷戦の開始と

1950年の朝鮮戦争の勃発によって定着し，その後，約40年近く機能し続け，

薄い法の支配が実現したのである。これらの政治規範の内，第 lの国民党一

党制は民主進歩党(以下，民進党)の結成された 1986年9月 28日に終わり，

第 2の 1947年憲法は持経l五J(1910-88)が戒厳令を解除した 1987年7月 14

日に復活した。第3の政治規範のうち「反共jは公式のイデオロギーとして

持続し(ペ台湾独立派を排除する根拠の動員識乱時期臨時条款は 1991年 5

月 1日に効力を停止し，体制批判禁止に関しては「報禁」の解除された 1988

年 1月 1日に終わった。

これら 3つの政治規範が台湾を約 40年間支配した結果，薄い法の支配が

達成されると同時に 3つの政治課題が出現した点に注目しよう。第 1に国民

党一党制は「外省人Jの「本省人」に対する支配服従関係を牛ムみ，その結果，

本省人(台湾人)が独自の台湾人アイデンティティを持ち，外省人と本省人

の聞にいわゆる「省籍亀裂Jが生まれたことである (4九こうした社会的亀

裂は民主化後の台湾の政党制の性格を規定し ('8) 外省人を中心とする国民

党は「統一jを，台湾人からなる民進党は「独立Jをそれぞれ指向するとい

う分極化の傾向が生まれた。第 2に1947年憲法に基づいて大陸で選出され

た国会議員(国民大会代表と立法委員をさす)の大半が台湾に移り，これら

非改選の国会議員(いわゆる「万年議員J)が蒋介石の一党独裁体制を支え

た。かれら「万年議員Iのffイ1:は1987年の戒厳令解除で 1947年憲法が復活

した時，憲法問題として浮上した(岨)。第 3にイデオロギー市場の発展の容

認によって台湾が自由主義陣営の立場を明確にした以上，その後，経済発展

に伴う国民の民主化要求に直面すると政府批判の禁止や国民党一党制の正当

性はその根拠が揺らいでいったことである(則。

ところで，台湾の民主化の経過は 1975年 4月の時介主j死去で一党独裁体

制の解体が始まり，蒋介石死後，一時，副総統の厳家詮が後継総統に就いた
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後， 1978年に蒋経闘が正式に総統に就き， 1987年に 1947年憲法の民主主義

体制を復活させ，次いで 1988年 l月に死去した蒋経国の後任の李登輝総統

が 1947年憲法の台湾化を実行したとまとめることができる。とりわけ蒋経

国が，民進党結党の翌年の 1987年 1月に「党禁」の解除， 7月に戒厳令を

解いて 1947年憲法を復活させた点が重要である。今日，縛経国のこれらー

速の制度改革 (88年 1月の報禁の解除会合む) (立政党聞の競争選挙を合法

化し.rrソフトな権威主義」体制下における漸進的な自由化から民主主義的

移行過程に見えるものへの変化の開始を告げるものであった」と評価されて

いる (fil)。

それでは蒋経国は蒋介石の築いた一党独裁体制の自由化にいっ踏み出した

のであろうか。蒋経闘が蒋介石から権力を継承する前後，台湾は困難な時期

を迎えていた。アメリカが共産主義の中国と和解し関係正常化に乗り出し，

さらに 1971年 10月に中華民国は国連代表権を喪失して国連を脱退し，国際

的な孤立安深めていた。蒋経国が台湾の一党独裁体制の自由化に踏み切るの

は，蒋介石死去の 3年前の 1972年，行政院長に就任した時と考えられる{日)。

蒋介石から権力を継承したばかりの蒋経国は父親を取り巻く保守派(蒋介石

夫人の宋英齢など)の影響をできるだけ排除しようとした。その方法が国民

党と政府の「台湾化J(あるいは「本土化J)であった。つまり，台湾人テク

ノクラートを「選択的にJ費用し〈同九一党独裁体制の自由化に着手したと

いってよい。その一方，蒋経国は 1972年6月 8日に「行政に携わる人々の

心得」として「十項目の行政革新」を打出して腐敗撲滅運動安起こした則。

この運動を始めて 1年間に行政院などの公務員の 926人を享楽的施設に出入

りしたとして処罰し(ベ同時に蒋経国は身内(祖母の甥の子)をも投獄し

て国民の借頼を高めた酬。要するに蒋緑聞は 1972年に行政院長に就任して

以降，一党独裁体制の自由化を，政府と党の「台湾化(本土化)Jによって

進める一方，腐敗撲滅運動によって旧体制を一新し，こうして改革派の立場
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を明確にしていった。

他方，国民党政権に反対する勢力については台湾独立を主張する急進派と

体制内改革を唱える穏健派に区別して考えてみよう。蒋介石政権の誕生以来，

急進派に相当するいわゆる「台湾独立派Jは「共産党Jと絡めて弾圧され，

その多くが圏外に亡命した問。他方，反対勢力の穏健派の形成を促した要

因は 2つ指摘できる。一つは 1947年憲法下の「台湾省の民主化Jである。

金持ち商人，医者，弁護士，実業家など地方の土着エリートは 1954年に台

湾省民の直接選挙が実施されて以降，省議員をめざして国民党候補との事実

上の競争選挙を戦った。かれら地方エリートの一部は「党外」議員として政

治的利権を求めて国民党当局と対抗できる地位と能力を獲得するに至っ

た(問。もう一つの要因は蒋経国が政治的自由の容認に向けて舵を切ったこ

とである。 1978年に総統に選出された後，蒋経国は党と政府の「台湾化」

を進めると同時に知識人を体制内に取り込もうとした。「大学雑誌」が繰り

広げた体制批判をしばらく容認した後，この雑誌告発禁にした。この出来事

は体制批判の許容限度を示す先例となったのである。その後，党外勢力は全

鳥規模で組織化を進める一方(69)，1977年 11月に桃闇県長選挙で起きた中壊

事件を機に国民党当局との対決議勢を強め， 1979年 12月に高雄で起きた事

件で党外勢力の急進派は 152人の活動家が逮捕されている刷。それにもか

かわらず 1978年末の国民大会・立法院選挙で非国民党員が当選者を出し(ベ

党外勢力は中央政界の国会議員選挙で国民党候補と戦い，穏健派の反対勢力

として着実に地歩を周めていったのである。

1986年9月 28日，党外勢力は国民党の一党独裁体制に反対するとして民

主進歩党(民進党と略称〉を結党する〈判。この時，蒋経国が強制的に民進

党に解党をJJ3.るのではなく，その存在を黙認し，一党制から多党制に移行す

る決断を下したのである倒。ただし，それ以上に蒋経国はもっと積極的に

台湾の民主化をリードしたとする説もある刷。いずれにしても蒋経国が民
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進党の結党を黙認した結果，民進党は国民党と対等の立場で競争選挙を戦う

ことが可能になり，民主化が実現したのである。そればかりでなく蒋経国が

一連の制度的措置を講じたことも忘れてはならないであろう。 1987年 1月

に「党禁J，7月に戒厳令，翌88年 1月に「報禁」をそれぞれ解除して，最

終的に 1947年憲法を金Tfii的に1111復し，厚い法の支配を実現したのである(日

このような蒋経国の民主化過程は行政院長就任後，保守派から離れて改革

派の立場を明確にし国家と覚の「台湾化Jと腐敗撲滅運動を進めると同時に

反対勢力の急進派を弾圧する一方，ある程度の政治的自由を容認して穏健派

を育てたということができる。筆者はこのような蒋経国が民主化過程の特徴

を「上からの民主化」と呼んだ。

1988年 1月 13日に蒋経国が死去し，副総統の李登輝(1923一現在)が総

統に昇格した。台湾人の李登輝が民主化を退行させずに，さらに進めていく

ためにはいくつかの困難を克服する必要があった。まず時介ぶが死去する以

前から蒋経国は，すでに指摘したが，保守派と対抗する上で改革派の立場に

立ち，政府と政党を「台湾化」し，テクノクラートの積極的な登用を進めた

が，李登輝もその一人(農学博士)であった。したがって，李登輝の民主化

の成否は蒋経国の育てた改革派の支持が得られるか否かにかかっていたとい

えよう。蒋経国死後，憲法の規定に従って副総統の李登輝が総統職を引き継

いだが，集団指導体制を主張する保守派の長老たちは李登輝の国民党主席代

行就任に反対した。この11:1'，字燥中央党部秘書長， 11<<附華行政院長，沈昌:換

総統府秘書長が結束して李登輝の国民党主席代行就任に賛成し，中央常務委

員会では宋楚漁副秘書長が李登輝の主席代行就任を提案して可決された。李

登輝は蒋経国の「側近中の側近」とされた宋楚瑞を味方につけることができ

たのである刷。さらに軍要な点は， 1993年に保守派の頼る軍人の郁柏村を

李登輝が巧みに失脚させ， クーデタの可能性をよー然にIWいだことである。李

登輝はまず都柏村を行政院長に就け，次に郁が行政院長就任後も，国防部長
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の時と同じように軍事会識を聞き，それによって職権乱用を口実に郁安失脚

させたのである (6九このように李登輝は蒋経国の死後，蒋経国が育てた改

革派を味方につける一方，保守派の軍事クーデタに芽を摘むことによって民

主化の退行を防ぐことに成功したといえよう。

ところで，台湾の民主化と法の支配の関係を考える場合，国民党の一党独

裁体制において 3つの政治規範一ーすなわち，悶民党一党制， 1947年憲法

の保持と台湾省の民主化，イデオロギー市場の発展の容認ーーが 40年近く

機能し続けたことを軽視しではならないであろう。なぜなら，これらの政治

規範は台湾の政治秩序を安定させ薄い法の支配の確立に寄与したからである。

同時に，すでに指摘したが，これらの政治規範が台湾社会に浸透するなかで

3つの重要な政冶課題も生まれていた。それゆえ，厚い法の支配をさらに目

指すことができるか否かは，これらの政治課題を蒋経国と李登輝の二人がど

のように解決するかにかかっていたということができょう。

第 lに国民党一党側によって外省人と本省人の聞で生じた省籍亀裂 Cf省

籍矛盾」ともいう)である。この社会的亀裂は，戦後，国民党が台湾に進駐

した直後の 1947年に台湾人を弾圧した「二・二八事件Jに起固いこの事

件が「台湾住民の，祖国中国に対する憧↑景」を打ち砕いたとされる(刷。最

近，ある政治学者は，民主化後の台湾ではこの省籍亀裂が尾を引き，これが

「政治化J(選挙キャンペーンにみられる政治的な活発さに象徴される)と結

ひ'ついて「構造的政治化」として恒常化し，統一と独立へと分極化する政党

制の特徴を作りだしたと指摘した(制。こうした省籍亀裂に対して蒋経国は

国家と党の「台湾化」によって「上から」徐々に緩和しようと図ったといっ

てよいが，李登輝はより根本的な解消を試みたといえよう。すなわち， 1995 

年 2月初日の「二・二八J記念碑除幕式で事件の犠牲者の遺腕代表に対し

て国家元首の立場から正式に謝罪し，外省人と本省人の平和的な和解を訴え

たのである (70)。それ以降，こうした省籍亀裂よりも両者間の融和が強調さ
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れるようになった。確かに事件から既に半世紀近くの歳月が流れ，省籍亀裂

を薄める条件は整いつつあった。たとえば，外省人と本省人の違いは双方の

「通婚j，f台湾認同j，本省人の「国語使用能力」等の要因によって確実に薄

まっていたといわれている例〉。しかしながら， この除幕式与を主宰した総統

は台湾人の李登輝であり，このことがむしろ和解の困難さを浮かび上がらせ

たといってよL、。李登輝は新しい台湾人アイデンティティ(台湾認同)を提唱

したが，それによって省籍亀裂を消し去るよりむしろ，国民党の反主流派は

反発し(72)その結果，国民党分裂の一因となったのは疑いないからである O

第2に大陸全体の政権を擬制する 1947年憲法が台湾に適用されたことに

よって生じた矛盾であるo 1949年の 5月の戒厳令は 19471，1'窓法の効力を一

時的に(半世紀近く続くが)停止してきたが， 1987年に蒋経国が戒厳令を

解除したことによって 1947年憲法が復活することになった。その結果，国

民党一党制を支えてきた大陸選出の「万年議員」の存在が憲法問題として浮

上したのである。 1990年 3月に中正記念堂前で学生たちが座り込み事件

Cf3月学生運動j)を起こした理由もこれと関連していた。学登輝は学生た

ちと面会し，かれらの要求を取り上げて，国是会議の開催によって事態を収

拾しようとした。この国是会議は憲法上の機関ではなく総統の諮問機関とし

て広く国民の各層の代表から構成されたものである。会議の成果として総括

報告書が取りまとめられた。この報告書は 5項目からなる。

1.非改選の中央民意代衰の早期退職

2. 台湾省政府主席と台北・高雄市長の直接選挙

3. 正副総統の直接選挙

4. 動員戯乱時期条款の廃止

5. 台湾住民の利益優先と海峡両岸の仲介機構設立問

興味深いことに，これらの 5項目中の最初に「万年議員」の辞職が挙がっ

ていたのである。さらに注目すべき点は 2つあった。第 1に第 1項目を含め
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これらの諸項目が反対勢力の穏健派を含めて台湾の広範囲からなる各種集団

の意見を集約したものだったのであり，第2にそれらの項目の内容がその後，

「憲法修正」という形で 1990年代に順次実行されていったことであるo まず

第 1点について総括報告書の作成を通じて反対勢力の穏健派の協力を引き出

しており，それゆえ，李登輝の民主化過程を，蒋経国の上からの民主化とは

区別して「上と下の共同行為による民主化」と筆者は呼んだ問。第 2Iこ

「憲法修正」という形式は憲法改正とは異なり， 1947年憲法との連続性によ

り多く配慮し，実際，非改選の「万年議員」の辞職は憲法上の手続きに則っ

て実行されている。すなわち， 1991年3月 31日の大法官会議の決定，翌4

月の第 l期国民大会会議でj革法修正 10ヵ条が提案され， JE式に総選挙によ

る全員交代という決定が下されている。このようにルールに則り，平和裏に

「万年議員」を退職させることができたのである。

そのほかの項目中で特筆すべき重要な制度変更は， 1994年 7月の国民大

会で憲法修正8カ条が通過し，総統選挙の方法が間接選挙から直接選挙に変

更されたことである。その結果，総統・副総統選IHの役割を担っていた国民

大会は有名無実化した。さらに重要なことは議院内閣制と大統領制をミック

スした政治制度が誕生し，同民は立法委員と総統を直接選出できるようになっ

たことである。 1996年の第 1回総統選挙で李登輝は民選の初代総統に当選

したが，一見するとこれによって台湾の「民主化Jが完成したように見える。

しかし， 1998年 12月に台湾省が凍結されると， 1947年憲法は大陸の憲法か

ら事実上，台湾のそれに修正されたことがはっきりした。このような李登輝

政権の政治改革は中国だけでなく外省人エリートからみても台湾独立に傾い

たようにみえたであろう O 実際，李登輝は 1999~rに中台ニ悶論を提唱して

いる。そればかりでなく外省人にとって「万年議員」の辞職や台湾省の凍結

は自分たちの既得権を奪うものだったのであり，古参の国民党員は李登輝を

国民党の「裏切者Jと見なしたのも不思議ではなかった(問。その結果であ
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ろうか，民主化を達成した今日においでさえも，開民党と民進党の双方が瓦

いに権力を共有することを認めたがらないようであり，今臼，政党間関係の

「正常イ化じ~J は困難であるとみられているのである(叩7市哨6叫)

第3にイデオロギ一市場の発展の容認によつて自由主識|陣惨営の3立Z場を明磯

にしていたのでで、，国民政府にとって「反共」の意味が変化していく一方，経

済発展に伴って国民の民主化要求が高まったとき，かれらの体制批判をどの

ように認めるかが重要な問題であった。前者の「反共」については国際的と

圏内的に 2つの意味があり，国際的に共産主義に反対するイデオロギー的立

場によって北京の共産政権に対して同盟国のアメリカと協力して「大陸反攻」

するという目的があった。他方，圏内的には共産主義を口実に「台湾独立派」

を追放するものだった。前者の意味ではイデオロギー的には反共で一貫して

いたとしても，アメリカが対中正常化に踏み切って以降，当初のアメリカと

協力して「大陸反攻」するという現実的な意味を失ってしまった。

後者の体制批判の自由については，すでに指摘したが，第 2の政治規範で

ある 1947年憲法に従って台湾省の民主化を進めた点がまず重要である。台

湾省の民主化によって国民党の一党独裁体制下にもかかわらず地方エリート

は省議会選挙で非国民党議員になることができたのである。これら地方エリー

トと国民党の「反共」の「外来知識人」が結びついて「党外」が生まれたと

される。次いで蒋綴闘が 1978年に総統に選出されると，政治的自由ぞある

程度容認する方針に転換し，反対勢力の穏健派が体制批判の許容限度が明確

になった。「党外」が組織化をさらに進め，民進党会結成した時，蒋経閣は

密かにその阻止を試みたようであるが(べ民進党に解党を命じることはな

かった。このことはイデオロギ一市場の発展の容認という政治規範に蒋経国

も従っていたこと安意味し， I民主化Jを逆行させなかった点が重要である。

それどころか蒋経国が「党禁J，戒厳令， I報禁」の解除などは政治的自由化

に必要な一連の制度的措置を取ることによって厚い法の支配への民主化を進
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めたこと安忘れてはならないであろう o 蒋経国の民主化への貢献は大きかっ

たといわなければならない。

以上の台湾の民主化過程は蒋経国の「上からの民主化」によって政党聞の

競争選挙そ可能にし，一党制を改め競合的政党制に必要な制度変更を実行し

て薄い法の支配から厚い法の支配への移行を達成した。次いで李登輝は「上

と下の共同行為による民主化」によって 1947年憲法の台湾化を進めた。こ

れら 2つの民主化過程を経て蒋介石政権の一党独裁体制を支配していた 3つ

の政治規範を「ゲームのルール」に従って平和裏に台湾の原状に適合させる

ことができ，こうして厚い法の支配が実現したといってよいであろう。

それにしても蒋介石から政権を引き継ぐ直前に蒋経国がなぜ「上からの民

主化Jに踏み切ったのか，所見を述べておこう o 第 lに蒋経国政権が誕生し

た時，米中国交回復によって台湾の安全保障の危機に直面し，台湾が中国と

は異なってアメリカと同じ民主主義国であることを強調する必要があった。

第2に1984年に『蒋経国伝Jの著者，江南(劉宜良のペンネーム)がアメ

リカで暗殺された時，その事件に二男の蒋孝武が関与したとする報道がなさ

れ，その後，蒋家から後継者を出さないと宣言した(78)。第 3に義母の宋美

齢などを中心とする保守派に対抗する必要から台湾人を登用する「台湾化」

を進めたが，それは政府と党の「自由化」を意味した。第 4に蒋経国が反対

勢力の穏健派を育て，かれらが「党外Jの土着エリートと一緒に民進党を結

成した時，それの黙認がイデオロギー市場の発展という政治規範に従ったも

のだったことなどである。蒋経国は戒厳令を解除して報道の自由も解禁した

直後に死去するが，もしその直後に国民党政権が「民主化」を逆行させてい

たならば，台湾の政治秩序は混乱し中国の軍事介入の口実を与えることになっ

ていたかもしれない。

次に李登輝のリーダーシップがなぜ「上と下の共同行為による民主化」に

なったのか，所見安述べておこう。総統に就任して以降，台湾人の李登輝は
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外省人の支配する党と政府のなかで孤立無援と言ってよかった。それゆえ，

蒋介石夫人の宋美齢ら中心とする保守派に対抗するため蒋経国が育てた改革

派の協力を引き出そうと努めたのであろう。その過程で f3月学生運動」が

発生したのだが， この出来事は重要望な転機となったように思われる(問。す

でに指摘したが，事態収拾のため超党派のメンバーからなる国是会議を開催

し，政治改革プランが作成された。このプランが反対勢力の意見与を集約して

おり，その実行によって李登輝の民主化過程は「上と下の共同行為による民

主化」となったといえよう。それにもかかわらず， 1996年の第 l回総統選

挙で初代の民選総統になった李登輝がその後の民主化の強化を十分に逮成で

きたとはいえないのではなかろうか。李登輝の一連の政治改革は反対勢力の

穏健派の協力を得て実現し，急進派の力をそぐことができたが，李登輝みず

からが台湾独立の方向に傾きすぎた嫌いがあったからである。それゆえ，国

民党の反主流派は李登輝に裏切られたと感じて離党し，国民党の分裂をもた

らした。 2000年の総統選挙で民進党の|陳水屑が選出されて政権交代が起き，

かえって省籍亀裂を融和させるよりも固定化させる傾向を強め，独立か統一か

の二者択一を迫る政党制の分極化の傾向が進んだように思われるからである。

最後に台湾の民主化と法の支配の関係について要約しておこう。蒋介石が

樹立した一党独裁体制には，国民党一党制の保持， 1947年憲法の維持と台

湾省の民主化，イデオロギー市場の発展の容認(ただし共産主義と体制批判

の禁止)という 3つの政治規範があり，それらの政治規範が 4半世紀以上保

持された結巣，薄い法の支配が実現した。蒋経国は第 1の政治規範の国民党

一党制を民進党結党の黙認によって多党制へと変更して政党聞の競争選挙を

可能にし，第 2の政治規範の 1947年憲法を戒厳令廃止によって全面的に復

活させ，厚い法の支配安実現した。その結果， 1947年憲法が大障会体のそ

れという擬制が顕在化したところで蒋経国は急死し， 1947年憲法の台湾化

という課題が李登輝に委ねられた。李登輝は大陸全体の憲法という擬制の象
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徴であった万年議員を憲法修正という形式で合法的に辞職させることに成功

した。このように 1947年憲法の台湾化を，暴力を伴わないで平和的な手段

で達成できた結果として薄い法の支配から厚い法の支配へと民主化が実現し

たと考える側。

3.共産党政権一一越紫陽の「党政分離Jの焼折一一

さて，台湾の国民政府が一党独裁体制を樹立したのと同様，大陸の支配権

を握った共産党政権もまた当初，一党独裁体制を樹立した。両者の独裁体制

の違いは，すでに指摘したように台湾が 1947年憲法を凍結した「委任独裁」

だったとすれば，中国が「主権独裁」に相当するといえるであろう(8~こ

のような理解に立てば，その後，共産政権で権力闘争が続いた理由は， r既
存の秩序を除去する」という「主権独裁」の性格によるものと説明できょう。

ここでは悶民政府と共産政府の双方が当初，ソ連の「政党国家J安模倣した

点で共通していたことに注目しよう。すなわち，党が政府を， r対日部j(政

府の行政系統に対応して党に設置された機関)，党グループ(行政機関に設

置され，活動を中央に報告・提案する)，幹部管理制度によって統制する一

方，党中央委員会が軍を統制する，それであった。中国とソ速との大きな違

いは，中闘が非党員の専門家，つまり，テクノクラートの登用を早い時期に

停止したことである(問。

中国では文化大革命にいたるまで「継続革命」を掲げる毛沢東が劉少奇等

の「官僚派(テクノクラート)jとの権力闘争を繰り広げ，政治規範が存在

しない無秩序状態に陥った。この「悲劇はj，今日の中国ガパナンス輸の権

威，百社両I平によれば， rそのほとんどが『法の支配』の欠知と『指導者たち

の支配」の優位の結果である」と指摘する〈制。両首可平が「人の支配」より

も「法の支配」が優れていると考えていることが分かる。
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このように中聞大陸では共産党が支配権を掌揮したにもかかわらず，台湾

のように一党独裁体制下で政治秩序が安定するのではなく革命と権力闘争が

続き，政治秩序が不安定化し，エリート間では政治規範が消失した。この無

秩序状態を，襲明欣は，エリートの政治規範の欠如，政治制度の崩壊，政治

参加の制度の欠如(参加とは大衆運動と群衆暴力)の 3点にまとめた(叫。

そうした無秩序を克服したのが郵小平(1904-97)であった。郵小平は改革

開放政策を開始し同時に政治改革を試みたが，この政治改革はどの点で「民

主化」の可能性があったのであろうか。

1977年 7月に郵小平はそれ以前のすべて公職(中央政治局常務委員，党

副主席，国務院副総理，中央軍事委員会副主席兼総参謀長〉を回復し，翌

1978年に 12月の第 11期 3中全会で毛沢東路線を公式に否定した。毛沢東

の後継者の華国鋒の追い落としに理論的に貢献したのが胡耀邦(1915-1989)

であった。党学校副校長の胡耀邦は「真理の基準」を実践であるとして毛沢

東思想、の教条主義を批判した(8九こうして中間共産党は， D'シャンボーの

的確な言い回しを使えば， I中国の政策過程でイデオロギーの果たす役を逆

転させたのであるj<刷。こうした現実主義を郵小平は「実事求是」と呼び，

改革開放政策に着手していった (8九郡小平はまずエリートの政治規範の再

確立を図り，経済の近代化に必要なテクノクラートを登用した。たとえば，

1980年に国務院副総理に抜擁された組紫腸(1919-2005)は四川省党委員会

第l書記として農業経済請負制を実施して農業生産を向上させる実績を挙げ

ていた。次に 1982年 12月4日に第 5期全国人民代表大会第 5閉会議では

1979年憲法に代えて新憲法を制定し，共産党一党制の再建に着手した。

前者のエリートの政治規範は，幹部管理制度を復活させ，政府官吏の強制

送職制度安設置したことである。幹部管理制度に関する最初の郵小平の指令

は，郵小平の「党内の政治生活の若干の準則J(1980年 2月)であり側，定

年退職制度は，郵小平の演説「高級幹部は率先して党のすぐれた伝統を発揚
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しようJ(1979年 11月2日〉の中でその設置が主張された (8九このように

郵小平は文革で称賛された「動員能力」の優れた革命エリートに代えて近代

化に必要な「専門能力」にたけたテクノクラートを登用して(円改革開放

政策によって経済発展に道を聞いたのである(刊。

次に 1982年憲法の内容を見ると前文の前段では中国共産党の指導を彊っ

ていたが，最後の部分で憲法は「国家の根本法であり，最高の法的効力をも

っ」と明記し，党をも拘束する意味合いを持たせていた(田 o 1975年と 1978

年の両憲法と較べると確かに 1982年憲法は「党を国家の下におこう」とい

う意図があったのである倒。この前文でふれているのであるが，工業，農

業，国防，科学技術のいわゆる r4つの現代化」がこの時期の優先事項であっ

た。 1982年 9月，中国共産党第 12回全国代表大会で，それまでの党主席が

廃止され，新設された最高ポストの総書記に胡耀邦が就任し，部小平(新設

の党中央顧問主任)・胡耀邦・越紫陽(1980年9月以降，国務院総理)の指

導体制が確立した。 1984年 10月の第四期 3中全会では組紫腸が中心となっ

て起草した「経済体制改革に関する決定」が採択され(94) それ以降，経済

改革は進展し，同時に政治改革にも着手していった制。

それでは，部小平は政治改革をどのように進めようとしたのであろうか。

1980年 8月に郵小平がおこなった「党と国家の指導制度の改革」という講

話が重要である。この講話で郵小平は，第 1に権力の過度の集中，第 2に兼

職と副職の問題，第 3に党務と政務の区分，第 4に指導者の継承と交代の問

題を提起していた〈刷。この講話で特に注意すべき個所は「党と国家の指導

制度を改革するのは党の指導を弱めたり，党の規律を緩和したりするためで

はなく，党の指導を堅持し強化するためである」という部分である制。要

するに部小平は共産党の指導という条件の下，限定的な制度改革を主張して

いたのである。それにもかかわらず， 1986年 5月に方励之，劉賓雁など中

国社会科学院や中央党校の研究者が政治体制改革の議論を始め，政治論争に
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火を付ける役を果たした倒。その運動の波が学生たちにまで広がっていっ

た時，郵小平だけではなく，保守派の王震，彰真らはかれら学生たちの民主

化要求を「騒乱J，rブルジョア自由化」と決め付けて，方励之ら知識人の党

からの除名を主張した。部小平は 1986年 12月 30日に胡耀邦(中共中央総

書記)，超紫陽(国務院総理)，万里(副総理)，胡啓立(書記処常務書記)，

李鵬(副総理)，何東昌(関家教育委員会副主任)を呼びつけ，名指しで方

励之らの除名を要求した。 1987年 1月，胡耀邦は知識人や学生の民主化要

求に弱腰だとして批判されて中共中央総書記の辞任を余儀なくされた側。

その後，趨紫陽総理は辞任した胡耀邦のポストを兼務し， 1987年の中国

共産党 13回全国代表大会で 7項目の体制改革を提起した。これら政治体制

改革の 7項目とは， 1に党政分離(原語は「党政分開J)，2に権力分散， 3 

に政府工作機構の改革， 4に幹部人事制度の改革， 5に社会協議対話制の確

立， 6 Iこ社会主義的民主政治を完成させる制度， 7に社会主義的法体系の強

化である(問)。この中で趨紫陽が真っ先に挙げた政治体制改革が「党政分離」

であり，その次に党指導部の最高機関で党内民主主義を実現することであっ

た(叫九これらの改革は党と国家が一体化した政党国家を党と国家の機能を

分け， r党治」と「法治|を分けるという点で「民主化 jに結びつく動きと

解してよいであろう

前者の「党政分離Jとは「党と政府の職能を分離するJことであり， r党
が人民を指導して憲法と法律を制定したら，党は憲法と法律の範囲内で活動

すべきである」という意味である。その上で越紫陽は憲法と法律の優位を前

提とする「党政分離Jによって党の代行主義を止め，党の「対日部」や各政

府部門の党グループ(小組)などを廃止すべきであると主張した(!叫。制度

として分離するものは 3つ，すなわち第 1に党と政府，第 2に党と国家，第

3に党組織と人民代表大会を挙げていた(10九

党政分離の実際の措置としては，特定の政策分野の責任を負う党代表ポス
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トの廃止，党宣伝部と党組織部の改革，党規律検査委員会と検察・裁判所の

分離が試みられた(刷。まず党代表(党グループ)と「対日部Jは，廃止が

謡われていたが，天安門事件後，復活した(問)。次lこ党宣伝部と党組織部は

改革を通じて党の複元力を証明した。前者の宣怯部は，シャンボーによれば，

その後の江沢民の 13つの代表J，胡錦講の「社会主義的和譜社会」と「科

学的発展観J等を提起して党の統治能力向上に寄与した。他方，組織部は，

特に拐錦濡政権下で党学校組織がシンクタンクの役割と改革の理念と政策の

発案者の役を担うようになったとシャンボーは指摘した〈刷。最後の党規律

検査委員会と検察・裁判所の分離は実現しなかった(刷。

党政分離をめざす第 2幣目の措置として全国人民代表大会(全人代)の機

能の強化である。会人代(定員 3，000 人以内)は年 l 悶(1月 ~3 月)で会

期が 15日程度なので， 日常業務を担当する常設機関の常務委員会の機能が

強化された点が重要である。この常務委員会は専門委員会(民族，法律，内

務司法，財政経済，教育科学文化衛生，外事，華僑，環境資源保護，農業・

農村)，業務及び事務機関，代表資格審査委員会から構成される(問)。このよ

うに全人代は立法機関として機能が強化され， 1法制度化」が進んだのであ

る(10ヘ全人代の改革は，米国のある研究者によれば， 1990年代を通じて

「自由化」ではなく一党制の強化を目指すものであり，その一方， 1包括」と

「合理化」を進め，指導者の裁量を減らし，政策の変更を閤難にしたと評さ

れている(110)。本稿の法の支配の観点からすれば，全人代の制度化を進める

ことによって法治を進めようとしたが，それは薄い法の支配だったと言える

であろう。

後者の党内デモクラシーの促進は政治改革の重要な段階であり， 1社会主

義的民主政治」の建設の核心であると趨紫陽は考えていた(山)。国家と社会

の関係を再構築するため新しい参加制度が構築された。特に注目すべきは，

末端レベルの人民代表と農村選挙に競争原理を取りいれ，立候補者 1人の等
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額選挙から 2人以上の蓑額選挙に変更したことである。 1987年に村民委員

会組織法(lD98年に改定)は制定され， 1991年のソ連崩壊後も，廃止され

るどころか実行に移され，村民委員会の直接選挙は急速に普及した。 1990

年代末にはほとんどすべての省に広まり(1日l， 2005年，直接選挙によって 64

万あまりの農村で村民委員会が選出されたといわれる(凶。確かに農民は候

補者選出の段階では自由に投票 (l、わゆる「海選J)できた。しかしながら，

その実態は「覚書記と村の指導者(主任)が指名過程を繰作してかれらの好

む候補者が村民委員会の地位にうまく就くことができるように保証するもの

だった」と評価されている(11，)。今日，調夜研究を通じて村民自治制度の限

界が明確になっている O 第 1に党指導体制が維持された結果，農民の権利が

はっきりしない，第 2に村民自治に抵抗したのは村組織であり， I村民自治

は村民による自治ではなく，村組織の自治になっているJ，第 3に村民の参

加は選挙段階iこ限定されるなどである (115)。このように村の選挙に候補者選

出の段階で競争原理を導入したのであるが，村民の「自治Jが必ずしも向上

しなかったと指摘されている。その理由は，党と村民委員会が融合していた

からであり，結局のところ「党政分離」が実現しなかったからにほかならな

いであろう。

このように郵小平が始めた改革開放政策は各種制度改革の内に政治改革が

含まれ， 1987年に越紫陽が打ち出した「党政分離」は厚い法の支配に向か

う政治改革ムの可能性を含んでいたが， I六問 I(天安門事件)で中止した。組

紫陽は，学生たちを支持したとして保守派に批判されて失脚を余議なくされ

た。超紫陽首相が試みた政治改革はなぜ失敗したのであろうか。

まず，政治改革に内在した4'H教に注Uしよう。趨紫陽が挺組した「党政分

離Jは確かに一体化した政党と国家を切り離し，政府と党の役割をそれぞれ

明確にする必要性を認識していた。実際，その結果，全国人民代表大会はそ

の機能が強化され，党が決めたことをもっぱら事後承認するだけの従膳機関
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から脱して，立法機能が強化され，法案提出の件数も増えたのである。この

点からすれば，薄い法の支配から厚い法の支配をめさす民i:化が「上からJ

試みられたといってよいかもしれなL、。しかしながら，党の指導の下， I民

主集中制jの原則は一貫していた。それどころか「政治改革」そのものが

「短期的目標」とされ，能率の向上，活力の増強，各分野の積極性の発揮等

に主根を置いたものであった。要するに，政治改革は経済体制改革の手段だっ

たとみられていたのである。したがって，反対勢力側の要求する「三権分立J，

「複数政党制」などは論外といってよかったのである(J附。

次に，郡小平の改革開放政策を背後で、支えた胡耀邦，そして越紫陽が試み

た政治改革はなぜ失敗したのか，民主化過程のアクター・モデルで説明して

みよう O まず，郵小平は名誉回復して政権に復帰すると，毛沢東の後継者の

華国鋒らの教条主義を排除し，政策(具体的な成果)を重視する「実事求是J

を掲げて胡耀邦と趣紫揚をプレーンとして改革開放政策を進めていった。郵

小平が経済改革と同時に政治改革に着手しだすと，すでに指摘したが，方励

之など知識人がよりilhil伏流の民主主義論を提起するゾJ，体制側では改革派

と保守派の間で論争と対立が激化した。この時，都小平が改革派ではなく保

守派の立場を支持した結果，胡耀邦はリベラルな知識人に譲歩し過ぎである

として失脚を余儀なくされる。その結果， リベラルな知識人は反対勢力の急

進派の立場にさらに追い込まれていったといってよいであろう。

1989年の「六四J(天安門事件)荷後でなにが起きたのであろうか。天安

門事件が起きる前，改革開放政策は停滞を見せ，改革派の越紫陽の立場は必

ずしも盤石ではなく，他方，学生たちの批判の矢面に立たされていた李鵬

(国務院総理〉は巻き返しを狙っていた。学生たちは 4月 15Bに心筋梗塞で

死去した胡耀邦の追悼集会を天安門広場で開き，それがきっかけとなって抗

議運動が始まった(117)。抗議運動を通じて急進的な反対勢力が誕生したといっ

てよい。一方，李鵬が政治局常務委員会の議論を 4月初日の人民日報社説
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に発表させ，学生デモ安「民共産党的，民社会主義的J動機に基づく「動乱J

と断定したことによって事態はさらに悪化した(間。次第に学生たちの抗議

運動は長期化する様相を呈し，広場を占拠した学生にどう対処するか，党中

央の常務委員会で論議された時，その評価が真二つに割れた。趨紫陽は学生

たちに共感を示したのに対して，李鵬は排除を主張した。この時もまた郵小

平は李鵬らの保守派に組みしたのである。台湾で学生たちが中正記念堂安占

拠する事件が起きた時， もし蒋経国がまだ存命で保守派に転じていたならば，

台湾の民主化は起きなかったかもしれない。他方，もし趨紫陽たちが李登輝

のように反対勢力の学生たちと協力できたならば，民主化の可能性もなくは

なかったかもしれない。しかしながら，学生たちは体制側との対決姿勢を強

め，ますます急進的になっていったので，趨紫陽がかれらと協力するのは悶

難だったであろう o

事態を軍事的に収拾することを決めたのはいうまでもなく郵小平であった。

部小平はすでに 1987年に民主化安要求する方励之らの知識人の除名を主醸

して保守派の立場に立っていたし，学生たちの強制排除を明確にしてい

た(刷。この決定がなされた結果，胡糟邦は辞任を余儀なされるが，この 87

年の時点でなぜか超紫陽は胡耀邦辞任を支持する立場に立っている(四九も

し胡耀邦が辞職せず体制内の改革派の立場を貫いていたならば，越紫陽がそ

の後，打ち出した「党政分離」は，必ずしも共産党指導を否定するものでは

なかったので，薄い法の支配を実現して，さらに厚い法の支配に向かう民主

化の「実験」を続けることができたかもしれない。この実験は，皮肉にも改

革開放を始めた部小平が打ち切ったのである。文革のもたらした無秩序に懲

りた郵小平は共産党一党制の維持と政治秩序の安定を優先し，エリートの政

治規範が再び解体するのを回避したかったのであろう(附。天安門事件後も，

郵小平は改革開放政策を維持する一方，全人代の機能強化と末端レベルの人

民代表の直接選挙を進めたことは薄い法の支配を実現するものにすぎなかっ
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たように思われる。そうした改革路線の延長線にある考え方は，党の指導を

前提して，民主化よりも|治用J(ガパナンス)の 1~Ij J二と l 法治」を強調す

る立場であり，それは政治改革のかすかな名残りのように思われる。

結び

本稿は 1930年前後の正精衛の「民主化の企てJ，戦後のfi同国民政府の民

主化，そして郵小平政権の改革:開放政策を取り上げて，中国の民主化につい

て法の支配の観点から考察した。結びではこれらの事例任要約した後で中国

の民主化にとってどのような意味があるか，所見を述べよう。まずキ一概念

の定義を確認しておこう。民主化とはデモクラシーの形成であり，非民主主

義体制から民主主義体制への移行を意味する O 民主主義体制の設定を識別す

る目安は政党間の競争選挙である。競争選挙は互いに対等な立場を前提とし

た2つ以上の政党が暴力に拠るのではなくゲームのルール，つまり，法の支

配を受け入れて可能になる。つまり，法の支配は民主化の必要条件である。

さらに法の支配を薄い法の支配と厚い法の支配に二分すると，民主化は薄い

法の支配から厚い法の支配への移行となるO っきり，民下ー化は，暴力の独占

による国内秩序の維持からリベラル・デモクラシーが国家，政府機関，社会

制度に浸透・拡大するプロセスである。民主化過程のダイナミックスは体制

側の保守派と改革派，反対勢力の急進派と穏健派に分けて分析する。

第 1に1930年前後に蒋介石政権に対して圧精衛が試みた|民主化の企て」

を取り上げ，その民主化プランの特徴と蒋介石政権に与えたインパクトにつ

いて考察した。 出精衛は特介石政権を，言JI政の党的が独裁になっていると批

判し，説|政時期約法を制定して党治を民主政治にするように訴えた。この主

張は訓政に法治の要素を加えて憲政を目指そうとした点で薄い法の支配を実

現して厚い法の支配をめざす民主化の方法を示唆していた。庄のこの「民主
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化の企てJは成功しなかったにもかかわらず，蒋介石政権の訓政体制もまた

孫文の三序(軍政，訓政，皆、政)を前提に構想されていたので，庄の民主化

プランは滋介石政権に大きなインパクトを与えた。この時，務介石は改革派

の立場に立って約法制定に賛成したが，それに反対した保守派の胡漢民を幽

閉した。この事件を機に胡漢民の支持者は政権を離脱した。かれらは広州|に

集まって非常会議を聞き，この会議に証精衡をも招いて別個の国民政府を樹

立した。 ζの問に「九・ A八J(満州事炎)が起き，蒋介五は対日「不抵抗J

によって国民から批判されて辞職した。保守派が中心の非常会議で冷遇され

た圧精衛は下野した蒋介石と協議し，国民政府の制度改革一一政府主席の象

徴化と行政院長の政治責任などーーを条件に時介石との持花合作政権を樹立，

行政院長に就いた。これは一見すると蒋介石政権の改革派と反対勢力の穏健

派とが協力して政府の民主化を実現したようにみえるが，蒋正合作政権の実

権は軍事委員会委員長の蒋介石が掌握し，制度上の責任者である行政院長に

はないことが直ぐに明らかになった。

第 2に蒋介石が台湾に樹立した国民党の一党独裁体制を蒋経国と李登輝が

どのように i民主化」していったかについて考察した。蒋介石政権の一党独

裁体制は 4半世紀以上続き， 3つの政治規範(憲法よりも党が優位にあるた

めに生じる)を保持していた点に注目した。 1つ目は国民党一党制の保持， 2 

つ目は中岡全土の政権を擬制する 1947年憲法の維持と台湾省の民主化， 3 

つ目はイデオロギー市場の発展の容認(ただし「反共」と体制批判禁止)で

ある O それら 3つの政治規範が台湾に適用された結果，外省人と本省人の省

籍亀裂の問題， 1947年憲法の台湾化，体制批判への対応という 3つの政治

課題が出現した。

蒋介石が死去する数年前，行政院長蒋経国は党と政府の「台湾化」を進め

て台湾人テクノクラートを登用し，腐敗撲滅を掲げて改革派の立場を明確に

する一方，総統になった後，反対勢力の穏健派を育てた。かれら穏健派と台
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湾省の民主化で台頭した土着工リートとが「党外Jとして結集し，民進党の

結成に踏み切った時，蒋杭|玉|はこれを黙認した。こうしてllil民党一党制は多

党制に移行して政党間の競争選挙が認められる一方，戒厳令の解除によって

1947年憲法が回復した。蒋緑国のこの民主化過程を「上からの民主化」と

筆者は特徴づけた。蒋経国の死後，後任の総統の李登輝は改革派を味方につ

けて保守派の軍事クーデタの危険を除いたあと， 1990年のは月学生運動J

を機に反対勢)Jの要求をより多く取り入れて 1947年返法の台湾化を実現し

た。このような李登輝政権の民主化過程を「上と下の共同行為による民主化」

と特徴づけた。

時経国と;うーな輝は蒋介石政権が実現したtみい法の支配を，先の 3つの政治

課題への対応、安通じて厚い法の支配に移行させていった。第 lの外省人と本

省人の省籍亀裂に対しては李登輝が「二・二八」事件への「謝罪」という形

で和解を試みたが，失敗して国民党は分裂し，台湾の政党制は独立と統一・へ

と分極化する傾向が強まった。第 2に1947年憲法の台湾化については蒋経

国が戒厳令を廃して 1947年憲法を復活させ，その結果， r万年議員Jという

憲法問題が浮上したが，李登輝が「憲法修正」によってかれらを辞職させる

ことに成功した。こうして平和裏に 1947年憲法の台湾化が実現した。第 3

のイデオロギー市場の発展の容認(反共と体制批判禁止)については，当初，

反共を口実に台湾独立派(急進派)を排除したが，蒋経国は政府と党の「台

湾化」で改革派の立場を明般にする一方，反対勢力の穏健派を育て，後:苛の

穏健派と地方エリートが党外勢力として結集し，民進党を結党した時，それ

を黙認し，最終的に「党禁J，戒厳令， r報禁」などを解除して厚い法の支配

を実現した。李登輝は 1917'rj:憲法の台湾化を進める1¥1で総統の直接選挙を

導入して民選の初代総統となったが，国民党は反主流派が離党して分裂した。

2000年の総統選挙は民進党勝利で政権交代が起き，その 8年後，国民党が

政権に復帰した。これらの政権交代は結巣的に統ーを指向する国民党と独立
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に傾斜する民進党というように台湾の政党制の分極化の傾向を強め，その結

果，民主主義体HiIJの強化にはつながっていないようにMLわれる。

第3に郵小平の改革開放政策の内，政治改革のどの点が民主化の実験と言

えるのか，この実験が「六四J(天安門事件)でなぜ失敗するのか，考察し

た。文化大革命がもたらした無秩序状態が回復された後，実権を掌握した郵

小平は共産党一党制の政党国家を再建し，改革開放政策安打ち出していった。

郵小平は同時に政治改革を試み，この試みについてエりートの政治規範の明

縫化，政治制度の改革，国家と社会の関係の再構築の 3点から考察を加えた。

第 1に幹部管理常Ij疫を復活させ，退職年齢を明確にしてエリートの政治規範

を回復した。第 2に政治制度改革として重要なのは組紫陽が行った「党政分

離」である。第3に党と政府の権限を明確にする中で政府の役割が見高され，

全国人民代表大会の立法機能が強化される一方，末端レベルの人民代表の直

接選挙と複数の立候補が認められた。これらの改革の内，越紫陽の「党政分

離」は党と政府の機能を分けて薄い法の支配から厚い法の支配への移行を目

指す民主化の実験といってよかった。しかし，部小平は既lこ改革派から保守

派に転じていたので， 1六四J(天安門事件)で改革派の趨紫陽が失脚し，こ

の実験は失敗に終わった。それにもかかわらず全人代の機能強化と末端の

人民代表の部分的競争選挙は実行された。もっともそれらは党の指導を前提

としていたのでせいぜい薄い法の支配を実現したにすぎなかった。要するに

中国は「党政分離」によって厚い法の支配をめざしたが，薄い法の支配に戻

り，民主化は逆戻りしてしまったのである。

以上，台湾の民主化ば成功したのに対して大陸の民主化が失敗したのであ

るが，最後にこれらの事例からどのような教訓を引き出すことができるか，

所見を述べておこう。第 lに長く独裁体制が続いた国家の民主化は上からの

イニシアチヴがなければ，難しいということであろう。郵小平は蒋経国には

なれなかったといえる。もちろん蒋経国ですら改革派を選択したのは宋美齢
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らの保守派と対抗するためであって率先して民主化を求めたわけではないで

あろう。第 2に台湾では国民党一党制， 1947年憲法の適用と台湾省の民主

化，イデオロギー市場の発展の容認等の 3つの政治規範が約 40年間も存在

し，安定した政治秩序が実現したのに対して中国では政治闘争が継続し無秩

序状態に陥った。蒋介石の一党独裁体制はすでに薄い法の支配を確立してお

り，蒋経国は戒厳令を解除して 1947年憲法を回復すれば厚い法の支配を実

現できたのに対して中国では文化大革命によってエリートの政治規範が消滅

していたので郵小平は政治秩序の維持を優先せざるをえなかったのであろう。

第 3に今日の共産党政権の政党国家が，もし党治から法治をめざそうとする

ならば，越紫陽の提起した「党政分離」にヒントがあるのではなかろうか。

ただし，その成功のカギは圧精衛の主張が参考になるように思われる。つま

り，法治に移行する前に約法を制定して党治をルール化してし、く。このよう

な中聞の段階を経て薄い法の支配を厚い法の支配に移行させようとするなら

ば，党治の正当化の手段としての現行憲法ではなく「近代的なJ憲法がまず

必要だということであろう。それは中国が孫文の軍政，訓政，憲政の三序か

らなる国家建設プランに戻ることを示唆するのではなかろうか。

{注}

(1) rアジア歴史事典J8巻，平凡社， 1971年， 6版， 258ページ。この定義中の

「貴族権臣」を「党幹部J，I農業」を「工業」にそれぞれ置き換えれば，その

ままあてはまる。

( 2) ミンシン・ぺイ「南シナ海奇占拠する中国の野望と深謀HN日wsweek(ニ品一

ズウィーク日本版)J25号， 2015年7月7日， 27ページ。天羽声明とは 1934

年4月17日に外務省情報局長天羽英二が定期記者会見で述べたもの。天羽は

「東亜ニ関スル問題ニ就テハ，其ノ立場及使命カ列強ノ夫レト一致シナイモノカ

アルカモ知レナイ」と主張し(外務省編『日本外交年表詑主要文書』下， 日本

国際連合協会， 1955年， 284ページ)， Iアジア・モンロー主義」と批判された。

(3) Randal1 Peerenboom， China' Long March toward Rule 01 Law， Cambridge 
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UK: Carnbridge University Press， 2002， p. 2.その意味は， r法の創出，法の

執行，法規範関係がそれ自体合法的に規制されるので，最高の地位の公戦者を

含め誰も法の上には存在できなL、J(Naorni Choi，‘Rule of Law'， Mark Bevir， 

ed. Encyclopedia 01 Political Theory， Thousand Oaks， Cali.: Sage， 2010， p. 

1226)ことである。もっと簡潔な定義は「どんな国家権力も無制限な権力では

ないことを保証するもの」である (NeilMacCorrnick， 'Constitutionalism 

and Dcrnocracy'， Richard Bel1amy ed. TheorIesαnd Concepts 01 Politics， 

Manchester and New York: Manchester Univ巴rsityPress， 1993， p. 128)。

(4) 拙者『中間と台湾の「民主化の試みJJ人間の科学新社， 2005年，第 l章参
ハイエキア〆

照。なお，興味深いことに， rわが国公法学界の新人類」を自認する阪本昌成

は著作『法の支配一一オーストリア学派の自由論と国家論J(勤草書房， 2006 

年)で， r市場のルールが個々の人聞の行為を調整しているJ，)というハイエク

の説にj上丸、て，法の支配は「政府の強制jJを先導するための必要条件であっ

て，十分条件ではなLリ (246-247ページ)と，民主化論に近い説明を行って

いる。なお，ハイエクは，法の支配を「立法の範囲の制限Jと定義し， r閤家

の強制権がどのようにして行使されるか予見」させるものとみる(ハイエク

(ー谷自1I・-谷峡理F訳)j'隷従への道全体主義と自由』東京創元社， 1993 

年改訂二刷， 107-108ページ)。エイモン・バトラー(鹿島信吾・清水元訳)

『ノ、ィエク:自由のラディカリズムと現代J(筑摩書房， 1991年， 192ページ)

によれば，ハイエクは法の支配の要件として，ルールが一般的に知られており，

確実であり，平等なものであることをあげ，さらに独立の裁判官と個人の行動

領域・財産の保護を加えていた。

(5 ) タマナハ(西本健二監訳)rr法の支配 lをめぐって』現代人文社， 20日年，

4-5ページ。タマナハは「法の支配Jについて第 1に法による政府の制約，第

2に形式的合法性，さらにこれら 2つ「の意味における法の支配が実現しては

じめてJ第 3の意味の「人ではなく法の支配lが潤題となるど述べる(191

197ページ)。同書が 2004年初版で 2010年までに 8)授を:重ねた背景を考えれ

ば，民主化研究の第 l入者のダイアモンド (LarryDiarnond，‘Facing Up to 

the Democratic Recession'， eds.， Larry Diamond and Marc F. Plattner， 

Democracy in Decline? Baltirnore: Johns Hopkins University Press， 2015， p 

99)が指摘したように r2006年頃，世界の臼白とデモクラシーの拡大は長期

的な停滞に焔った」からであろう。

(6) 渡辺康行司法の支配」の立憲主義的保障は『裁判官の支配』を超えうる

か一一『法の支配』論争を読むJ井上達夫編「立憲主義の哲学的地平』岩波書

庖， 2007年， 53ページO ただし，ウェルドンは古典的著作(永井洋之助訳)
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『政治の論理~ (紀伊国屋書応， 1957年， 86ページ)で「法の支配」は「もと

もと法一般の維持を是認するというだけの意味なのに，特定の型の法制度を是

とする意味」をも含むと考えられていると簡潔に指摘する。

(7) r政治学事典』平凡社， 1954年， I立憲主義」の事項参照。

(8) C ・フリードリッヒ(清水禁・渡辺重範・大越康夫訳) r比較立憲主義~ (早

稲田大学出版部， 1979年， 20ページ)は， I立憲主義とは権力を分割させるこ

とによって，政治行動に対する実効的な抑制の体系を提示するもの」と定義す

る。フリードリッ kのように立憲主義を構造的な用語として捉えるのではなく，

機能的に理解する政治学者は，立憲主義を「法の支配」と言い換えている

(‘Introduction'， Danicl P. Franklin and Michel J. Baun， Political Culture and 

Constitutionalism: a Comparative Aρρroαch， Armonk， New York: M. R. 

Sharpe， 1995， p. 5， p. 2)。

(9 ) ごく最近， メラーとスカニング CJorgenMoller and Svend-Erik Skaaning， 

Democracy and Democratization in Comtarative Perspective: Conce.ρtions， 

conjunctures， causes， and consequences， London and New York: Rout1edge， 

2013， pp.42-43)は法の支配を民主化の梯子の最上段とみなし，最高レベルの

民主化の必要条件と考えている。メラーらは， 3つの重要な特質として，選挙

権，政治的・市民的自由，法の支配を挙げ，民主的な政治体需Ijを 4類型に，す

なわち最小限民主政治，選挙民主政治，ポリアーキー，自由民主政治にまとめ，

このうち 3つの特質(正確には，政治的・市民的自由をさらに自由で包括的選

挙と政治的自由iこ2分し，全部で4つの特質)のすべてを充足するのは最後の

自由民主政治においてだけであると指摘する。

(10) アリストテレス(山本光雄沢)r政治学』岩波文庫， 1989年第 20刷， 171ペー

ジ。アリストテレスの師のプラトンは，最善の理想国家と最悪の専制国家とい

う「両極端の中間Jの次善国家を「法による統治Jと考えていたというマクヮ

ルワインの説もその文脈で‘理解できる(マクヮルワイン(森岡敬一郎訳)r立
憲主義とその成立過程』慶慮通信， 1966年， 50-51ページ)。

(11) B 原科医編『中国思想、辞典~ (研文出版， 1984年， 379ページ)の「法思想」

の項目参照。中国の歴代の先賢は，道徳の基礎にある「情・理・法Jによって

人が物事を処Jfj!する基準としたとし(謝瑞智「民主輿法治(増修 3版H三民

書局， 2012年， 162ページ)，感情と理性と法の支配ね合いが重視されている。

(12) タマナハも法の支配は「もともと自由主義的ではない社会で発展してきた」

(前掲， 5，7ページ)と指摘する。

(13) ダントレーヴ(石上良平訳)r国家とは何か一一政治理論序説』みすず書房，

1972年， 101-102ページ。この見方は「国家は利益ばかりか，また法をも基礎
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とするものJとしたキケロにルーツがある(岡上， 90ページ)。カエサルの独

裁に対して「共和政国家」を支持したキケロ(クリスチャン・ハビヒト(長谷

川博|盗訳)r政治家キケロ』岩波書庖， 1997 "F参照)は「法律について」で

「法律は市民の安寧と国家の無事と，平和で幸福な人間生活のために考え出さ

れたもの」と述べている(中村善哉訳，世界の名著『キケロ・エピクテトス・

マルクス・アウレリウス』中央公論社， 1968年， 167ページ)。ウルマンは

「法の支配」の源泉を中1ft社会の「法の俊位」と「社会の有機的組織学的理論」

という 2つの特質に求める (W・ウルマン(鈴木利幸訳)r中世における個人

と社会』ミネルヴァ書房， 1992年5刷， 91 92ページ)。

(14) 同上，ダントレーヴ， 10ト10ページ。なお，ダントレーヴは国家を「実力j，

「権力」と「権威」の 3つの側面から整理した。「実力」とみる周家は政治的現

実主義， r権力」とみる問家は法理論上のそれ， r権威」どみる同家は正当化安

要求するfi-学的認識によるものである(同 1-.，9-10ページ)。

(15) 同上， 174ページ。立憲主義は「統治権に対する法的制限でありj，r巡意的

支配Jまたは「専制政治Jの反対概念というマクヮルウィンの定義に対応する

(前掲，森岡敬一郎訳『立憲主義一ーその成立過程J]， 29ページ)。マクヮルウィ

ンによれば， r近代立売主主義Jにはさらに「政府の被治者への光会な政治的賞

任」が加わる (220ページ)。

(16) Rod Hague and Martin Harrop， Comρarative Government and Politics: An 

Introduction， New York: Palgrav日Macmillan，6th Edition， 2004， pp. 210-211. 

つまり，共産主義国家の策法は支配政党の当面の目標ということであろう。

(17) ダイシー(伊藤正巳・田島裕訳)r憲法序説』学陽書房， 1983年。

(18) 田島裕『議会主権と法の支配J](有斐ml，1¥)79年)と佐藤功『比較政治制度」

(東京大学出版会， 1975年第7刷， 116ページ)参照。

(19) 前掲，ダイシー(伊藤正日・田島裕訳)r憲法序説J]， 178ページ。戒能通厚

編『現代イギリス法事JIlU新世社， 2003年， 5Rページ。

(20) その後，イギリスは「法の支配」よりも「制祉政策を優先させるJ方向lこ転

換したが(前掲，阪本昌成『法の支配一一オーストリア学派の自由論と国家論.l.

218-219ページ)， レーガンとサッチャ一時代に「福祉国家の拡大は止まらな

いまでもその速度を落としたj(前掲，タマすハ『法の支配をめぐって ー歴

史・政治・浬論J]， 103ページ)。

(21) Franz L. Neumann， 'The Chang邑 inthe Function of L昌win Modern So-

ciety'， in edited by William E. Scheuerman， The Rule 01 Law under Siege: 

Selected Essays 01 Frantz L. Neumann and Otto Kirchheimer， Berkeley and 

Los Angeles: University of California Press 1996， p. 119. 
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(22) Max Weber， 'The Types of Legitimate Domination'， Guenther Roth and 

Claus Wittich， cds. F:conomy and Society， Berkc1cy and Los Angeles: Uni-

versity of California Press 1978， p.215. この英語版では「制定された法規

(enacted rule) Jとなっているが，浜島朗訳 (r権力と支配一一政治社会学入

門』有斐閣， 1973年初版第 9刷， 5ページ)は「成文化された秩序J，世良晃

志郎訳は (r支配の諸類型」創文社， 1988年第 11刷， 10ページ)r制定された

諸秩序」となっている。

(23) Editors，‘Introduction'， L. Diamond and L. Morlino， eds. Assessing the 

Quality 01 Democracy， Baltimor巴:The Johns Hopkins University 2005， p. 

xiv.前掲のピーレンブームもまた「法の支配J~， r滞い法の支配」と「厚い

法の支配」に二分し (ibid.，p. 3)， r中国の法制度は薄い法の支配の基準を満

たす法制度に向かつて)~鮫し続ける可能性が高いりただし，改市の速度と経過

は主として医|付要件に規定される」と指摘していた (p.235)。なお，フリー

ドリッヒは「合法性は正統性と同一」な場合， r遵法主義」であり， i支配に正

統性を付与するイデオロギー」であると主張した(前掲. C.フリードリッヒ

『比較立憲主義J. 189ページ)。確かに現在の中国では「正当性」と「合法性」

を区別しないのが通例である。

(24) Guillermo O'Donnell， 'Why the Rule of Law Matters'， ibid.， pp.14-15. 

(25) 拙著『中国と台湾の「民主化の試みJJ. 130-133ページ。

(26) 詳しくは拙必『注fi'if!/.iと I民主化の企てJJ人!日!の科学新社， 2000年参照。

(27) 孫文「中国同盟会革命方自白(1906年)J中国凶民党中央党史委員会編『国父

全集』第 l冊，中央文物供応社， 1980年，参-2ページ。

(28) rff精衛報告起草約法的ぷ義(1930年 9月 15f f) J後孟iW(主編『中国国民党

歴次代表大会及中央全会資料』上冊第二冊，光明日報出版社， 1985年， 880-

881ページ。

(29) 孫文「建国方略，孫文学説(心理建設)J前掲『国父全集J. 参ー145ページ。

(30) 李雲漢『中国国民党史述:第3編 訪fI政建設輿安内嬢外J中国国民党中央委

員会党史委員会， 1994年， 125ページ。

(31) 前掲， i在精衛報告起草約法的意義J，881ページ。

(32) 圧精衛「訪11政典民権(lmn年 11月初日)JIi+柿街先生 3"Ie来之重要言論』

南京，民主社， 78-82ページ。

(33) 徐矛「中華民国政治制度史』上海人民出版社， 1992年， 217ページ。「太原

拡大会議約法草案(1930年 10月 27B)J前掲，祭孟i原主編「中国国民党歴次

代表大会及中央会会資料J，856-878ページ。太原約法についての簡単な解説

は銭端升(及川恒忠訳)r最近支那政治制度史J(慶鷹出版社， 1943年， 585-
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387ページ)参照。

(34) 認JI政時期約法第 30条に中国国民党全国代表大会が中央統治権を行使し，そ

の閉会時は中央執行委員会が行使するとある(向上，策孟i原主編「中国国民党

膝次代表大会及中央会会資料~， 947ページ〉。

(35) r胡漢民自伝統篇J~近代史資料』総 46 号， 1981年8月， 56ページ。なお。

「司JI政綱領」は李雲漢「中国国民党史述』第 5編附録，中国国民党党史会出版，

1994年， 161ページ所収。

(36) ~穏天周回憶録J (総門書腐， 1978年， 235ページ)によれば，庄は「如果我

要受小独裁之気，我何受大独裁之気」と言ったとされる。程天国(1889-1974)

は当時，胡漢民派で広州市市長を務めており国民党4期中央執行委員会候補で

あった。蒋介石が圧精衛との仲介を依頼した人物は，蒋の幕僚の l人の黄字と

北京大学の河窓だった顧孟余であった(周徳偉『落室長驚風雨:我的一生与国民

党点滴」遠流出版， 2011年， 317ページ)。

(37) 陳銘枢 r~寧足早合作』親鹿記」中国人民政治協商会議全国委員会文史資料研

究委員会編「文史資料選輯J第9輯， 1960年， 61ページ。この!凍銘枢の回想

は1931年 12月22日に広東派の代表として淫精衛が提案した内容である。同

月25日には第 4期中央執行委員会第 1回全体会議で「中央政制改革案」の 6

項目が採択され，iIの提案は第3番目を除いて，第 lが第 1項目，第 2が第4

項目で「政治責任」が「行政資任」に変更されている(前掲，策孟j原主編『中

国国民党歴次代表大会及中央全会資料」下冊第一冊， 119-120ページ)。

(38) 同時代の観察者の波多野乾ー(~中国国民党通史」大東出版社， 1943年， 440 

ページ)によれば， r主席はロボ γ ト化し，実権は依然として務介石に附いて

廻った」という。

(39) 松田康博「台湾における一党独裁体制の成立J慶応義塾大学出版会， 2006 

年， 442ページ。

(40) C ・シュミ γ ト(田中治・原田武雄訳)~独裁一一近代主権輸の起源からプ

ロレタリア階級闘争まで」未来社， 1991年， 156-157ページ。

(41) 松田は，蒋介石のこの「個人的独裁」を「領袖独裁型党治」と名付け， r~最

高の領袖Jの指導下に『党，政，軍，特」が霞かれるJと規定し，その特徴与を

第 lに蒋介石が党の総裁と国民政府の総統を兼務する，第2に組織としての党

の役割が限定的，第 3に「党，政，軍，特」の派閥構造を再編した，などと指

摘した(前掲，松田康博『台湾における一党独裁体制の成立J，436-439ペー

ジ)。

(42) Linda Chao and Ramon H. Myers， 'The First Chinese Democracy: Politi-

cal Development of the Republic of China on Taiwan， 1986-1994'， Asian 
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Survey， Vol. 34， No.3， March， 1994， pp.213-230. ただし，参考にしたチャオ

とマイアーの挙げた政治規範 (political rule)は4つあり，前の 2つは同じ

であるが， JI~i序を逆にした。党が政府を支配する「党治 1 ;がl:!iIli:;党の従来から

の立場だからである。 3つ自の政治規範が台湾省の民主化の促進， 4つ臼の政

治規範がイデオロギー市場の発展の容認となっている。「政治規範」は， po-

litical ruleの訳である。この釈は，竹花光範 (r中国憲法論序説(補訂第 2)坂)j

成文堂， 2004年， 46ページ〉が，政治規範は，一党制の場合，党の「綱領が

いくらか憲法的性質を帯びることJ，逆に「憲法がいくらか綱領的性質を帯び

ること」から生じるという説明を参考にした。もちろん「政治原則」という訳

も可能である O たとえば，現行中国憲法は，党の国家lこ対する指導性(第 1条)

と人民の支配(第 2条)という 2つの「政治原則」があり，これら「二つの政

治原則を両II.宇させるJ設計だ， とも説明される(加茂呉樹「中国共産党の憲

政一一活動の法制度化と制導の法制度化J 加茂具樹など ~~IJ 1\" r党国体制の現

在一一変容する社会と中国共産党の適応』慶応義塾大学出版会， 2012年， 13 

ページ)。

(43) ただし，松田は，党による国家の「直接続制J(つまり， r以党治国J)から

「隠接統制J(rつまり，以党領政J)に変化するなど，と指摘する(前掲，松田

康博『台湾における一党独裁体制の成立j，434ページ〉。

(44) その理由は，松田が指摘したように「現行憲法下で選出された中央民意代表

を中心とする『法統』体制をそのまま中国大陸に持ち帰ろうとした」からであ

ろう(前掲，松田康博『台湾における一党独裁体制の成立j，434ページ。民

主化が設定された後になって， Steve Tsang and Hung-Mao Tien， eds. De 

mocratization in Taiwan: lmplications for Chinα(Hong Kong Univ巴rsity

Press， 1999， p.8)で「台湾では憲法が常に保持されているという神話が時と

ともに一般大衆と支配エリートの双方に法の支配に対する敬意を育くむまたと

ない基礎となる」と指摘されるのは意図せざる結果といってよい。

(45) 1947年憲法第 12章では省と県の自治が明記され，第 113条第 l項では省，

第 124条ではI]f，についてそれぞれの議会設置と民選議員と規定されている(初

春恵編『民国憲政運動』正中書局， 1978年， 1153， 1155ページ)。

(46) ただし， コッノfーもJ行締lしたが(JohnF. Copper， Taiwan: Nation-State or 

Province? 3rd ed.， Bould巴r，Colorado: Westview Press， 1999， p. 121)，台湾

の民衆が共産主義に魅力を感じたことも，政府の反共宣伝に夢中になったこと

もないのではなかろうか。国民党政権への不信感が強かったからである。

(47) 台湾人と外省人の「省籍亀裂」は「族群問題」の一つであり，台湾の「族群」

は「関南人，客家人，原住民九族，外省人」から構成される(張茂桂 rr共同
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体』的追尋奥族群荷題一序論」張茂桂等『族群関係輿国家認同』業強出版社，

1992年， 3ページ)01亀裂 (C1eavage)Jとは「民族ないしイデオロギーの境

界線に沿って政治システムが分裂していることJを意味する (TheConcise 

Oxford Dictionary of Politics， Second edition 2003)。

(48) 社会的亀裂と民主化の関係については，篠原一「歴史社会学者と S・ロッカ

ンJ(犬章一男・山口定・馬場康雄・高橋進『戦後デモクラシーの成立』岩波

書j古， 1988年， 288-342ページ〉参照。

(49) たとえば，田弘茂(中川昌郎訳)r台湾の政治一一民主改革と経済発展J(サ

イマル出版会， 1994 {j'， 185ページ)によれば，立法委w土1947年選挙で定

員 773人中， 760人選出され， 1949年に 470人が台湾に移った。 40年経過し

た1988年2月の時点も 216人が終身の万年委員であった。

(50) 2009年以降，馬英九悶民党政権は大{壊との終済関係を深化させ， 1中国から

の影響や干渉jによって台湾の民主化は「今や後退しつつある!と危倶されて

いる(鄭明政 1<講演〉台湾における民主主義と憲法一一近時の社会事件や学

生運動からみた台湾民主主義の課題Jr北海学園大学法学研究J第 50巻 3・4

号， 2015年3月， 698ページ)。

(51) Andrew J. Nathan and Helena V. S. Ho，‘Chiang Ching-kuo's Decision for 

Political Reform'， Shao-chuan Leng，巴d.，Chiang Ching-kuo 's Leadership in 

the Development of Republic of China on Taiwaη， Lanham， Maryland: Uni-

versity Press of America， 1993， p. 31. 

(52) Ibid.， p. 50. 凋持代の台湾の民主化を社会学者として観察していた若林正文

は著書『台湾:分裂国家と民主化J(東京大学出版会， 1992年初版， 181ペー

ジ)で，'f;!jfi-石からの権力縦承に力点を置いて 1972年Jl!J点の将経国の政治改

革を「限定的ながら，政権の基盤を§ら拡大する方向で行われた。…蒋経国の

成功とともに，父蒋介石の影は急速に過去のものとなっていったJと評した。

(53) r外部マスコミなど」は「台湾化」と呼んだ(若林正丈『台湾:変容し跨跨

するアイデンティティ』ちくま新書， 2001 {r， 127ページ)。他にも「訓政j

から「憲政」への移行にあたって「忌家からの財政約な独立Jと「財政基換を

確立」のために国民党が創設した「党営事業Jは， 1960年代に台湾での発展

に着手し， 1台湾社会に浸透」し，国民党の「台湾化」が始まったという使用

法もある(松本充登『中岡凶民党 :1党営事業の研究JJアジア政経学会， 2002 

年， 297-299ページ)。ただし， 1台湾化」の定義は必ずしも一致したものがな

いようであり， JJUの著者はこの言葉を「政治的人物，特に土着の台湾人が将来，

中国本土に支配されないように台湾の政治的独立を維持しようとすること」と

定義する (GeogeTsai Woei and Peter Yu Kien-hong， Taiwanization: Its 
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Origin and Politics， Singapore University Press， 2001， p.30)。

(54) 小谷家治郎『蒋経図伝一一現代中国八十年史の証言』プレジデント社， 1990 

年， 270ページ。「十!JUfの行政革新」の内容は，一般的心筋 1，第 2項目(1食

約を勧め，虚飾を廃する)，第 3から第 5項目行政担当者向け(海外出張の無

駄を減らし，国内視察での接待禁止，私約な宴会・式典禁止)，第 6と第7項

目は公務員向け(質素な冠婚葬祭，ナイトクラフー等の享楽的施設への出入り禁

止)，第 8項目は行政のf去の各種式典出席を控える。第 9項Uは残業・出強貨

の厳格な使用，第 10項目は日常業務の責任の明確化(会議・公文書の効率化，

部下の意見を聞く)などである (1人間蒋経国」編纂委員会(手元平原著)"人

間蒋経国:中華民国奇跡の原動力』世界日報社， 1981年， 233-234ページ)。

(55) 向上， r人間蒋経冨:中華民国奇跡の原動力~， 236ページ。

(56) John F. Copper， op. cit.， pp.41-44. 1身内」とは王正詮であり，中央公務人

員購ii!i:住宅輔助委員会委i:H去の地位を利用して金銭を横領するllJ件を起こした

〈李松林「符氏父子在台湾』下冊，中国友謹出版， 1993年， 14ページ)。

(57) こうした弾圧は 1950生手初め蒋介石・蒋経国の権力強化過程で始まり，その

対象として「中共や台湾独立派」がーまとめにされていた(前掲，松田康博

『台湾における一党独裁体制の成立J，第 6寧， 364ページ)。

(58) 前掲，回弘茂(中川昌郎訳)r台湾の政治←一民主改革と政治発展J，199-

204ページ。

(59) なお， 1党外勢力」のルーツは，雑誌「自由中国J(1949年 11月台北で創刊)

の「反共」の「外来の知識人」と「在来の政治家」が「地方選挙をきっかけと

して，全島規模の結社を組織しJ，1960年に「中国民主党」の結党直前の編集

長の信震が速捕され，出向になった事件である(陳建仁『台湾1'1由民主化史論』

御茶の水書房， 2004年， 140-141ページ)。

(60) 戸張東夫『台湾の改家派』亜紀書房， 1989年， 13-14ページ。中壊事件につ

いては，林正系・張官忠(楊逸舟訳)r選挙運動 台湾中塘事件についての

内幕~ (新泉社， 1979勾つがある。

(61) 1978年に台湾党外人士助選回という全島組織が誕生したことに注包し，反

対政党の萌芽とみる研究者もいる(胡併『政治変遷輿民主化J三民書局， 1998 

年， 73ページ)。しかし，国民党の一党独裁体制下，かれらはあくまでも「党

外」であって，政党としては非合法なもので公認されたものではない。

(62) 民主進歩党の立場は「台湾独立」である。翌 87年 11月7日の第 2期党員代

表大会決議文(柳金財『大路西進?戒急用忍一一民進党大陸政策昔日析』時英出

版社， 1998年， 508ページ)参照。 1987年結党から 2000年の際水扇政権誕生

までの民進党の 15名の指導者へのインタビ、ューを収録した隙儀深主編『従建
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党到執政:民進党書1]刊人物訪問記禄.1(玉山本土， 2013年〉は民進党の結成の経

緯そ当事者の口述で再現している。ただし，康寧祥，許信良，施明徳，際水扇

などの大物が収録されていないので完全ではないと断っている (11ページ〕。

(63) ただし， f2つのタブーである台湾独立と共産主義を自制するかぎり」とい

う条件があったとされるJ(Shelley Ri回日r，'Political Party and Identity 

Politics in Taiwan'， Larry Diamond and Gi-wook Shin， eds. New Challenges 

for Maturing Democracies in J(01四 andTaiwan， Stanford， California: Stan-

ford University Press， 2014， p. 120)。民進党結党から約 2週間過ぎた 10月7

日にワシントンポスト社長兼ニューズウィーク総編集人 (KatherineGra-

ham)のインタビューに答えて蒋経国は民進党結成の条件として，憲法遵守，

反共，台独反対の 3つをあげた(李松林・!凍太先「蒋経聞大伝J下巻，団結出

版社， 2009年， 283ページ)。

(64) Linda Chao and Ramon H. Myers， The First Chinese Democracy: Political 

Life of China on Taiwan， The Johns Hopkins University Press: Baltimore 

and London， 1998， p.326. チャオとマイアーの鋭の根拠は，都伯村 C:尽力行

採編)~郁総長日記中的経国先生晩年.1 (天下文化出版社， 1994年， 1-2ページ)。

民主化の準備段階として「富国」と「強兵」を両立させるとして flO数年も

前からじっくりと練られていた」とされる(前掲，小谷豪治郎『蒋経国伝:現

代中国八十年史の証言.1， 286ページ)。

(65) 戒厳令解除の意味は，酒井亨 (f台湾の民主化アクター再考一一 1980年代環

境汚染をめぐる『自力救済』運動を中心にJ~国際協力論集J 第 19 巻第 l 号，

2011年7月， 148ページ)が指摘したように「名実ともに国民党体制への恐怖

心が消失した」という解放感にあった。

(66) 伊藤潔「李登輝伝J，文嚢春秋社， 1996年， 96ページ。

(67) 減汀生「李登輝的宮姪闘争」陳儀深・張正州編『曾診李登輝J前衛出版社，

1996年， 67ページ， 70-71ページ。 RichardC. Kagan (粛貸森訳・援炎憲校

訂)~台湾政治家:李登輝.1 (前衛出版社， 2008年〕によれば，宋美齢は李登

輝と会って赫柏村の参謀総長留任を迫り，中国との「即時統一」を要求し，高

雄を開港して自由港にし，その後中関人の来台後i思すよう要求したという

(211ページ)。

(68) 前掲，陳建仁『台湾自由民主化史論.1， 121ページ， 226ページ。

(69)ν1ikael Mattlin， Politicized Society: The Long Shadoωof Taiωan旨 One-

Party Legacy， Copenhagen S， Denmark: NIAS Press， 2011， pp.4-5.さらに，

マトリンは国民党が政権復帰して以降，民主化の「移行の中断」が起きている

とも指摘している (p.15)。
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(70) 戴国;揮『台湾という名のヤヌス一一静かな革命への道』三省堂， 1996年，

214-224ページ。同書で裁はこの除幕式を「静かな草命の大いなるイベント」

と称した (224ページ)。

(71) 王甫昌「省籍融合的本質一一一個理論奥経験的検討」前掲，張茂桂等『族群

関係奥田家認同j，53-100ページ。

(72) 国民党反主流派にとって「謝罪」は「国民党政権の犯罪」であると認めるこ

とになるからである(前掲，伊藤潔『李登輝伝j，209ページ〉。

(73) 程玉鳳・家補鍍編「戦後台湾民主運動資料禁編(6) 国会改造』国史館，

2002年， 632-637ページ。

(74) 拙著『中凶と台湾の「民主化の試みJj第 4卒参照。なお「最初の中国民主

政治」という書名でチャオとマイヤーズは「戒厳令に拠って制約された政治中

枢の内外の政治エリートの双方は，国の直面する諸問題を解決できるベストの

理念と概念について長期にわたって論争しあい，1il終的lこ民主政治がベストで

あるという点で意見が一致した」と結論付けたが(LindaChao and Ramon 

H. Myers， o.か cit.，p. 304)，この結論は筆者の見解に近い。

(75) 林耀淑『李登輝呉国民党分裂』海峡学術出版社， 2004年， 137ページ。

(76) Mikael Mattlin， op. cit.， p. 18. 

(77) その政治取引は 1978-79年のことである(丸山勝『陳水扇の時代』藤原書庖，

2000年， 100ページ)。

(78) 磯野新 1:，重スパイ(?) 江南暗殺の怪J(lf'l' 'k公論Jl1985年 8月， 310-

331ページ)参照。なお，江南『蒋経国伝j(美国論壇社， 1984年 9月初版)

として出版されており， 日本語訳 ()II上菜穂、『蒋経国伝』同成社， 1989年)

もある。

(79) 1990年 3月 14日早朝から国民党中央党部前で台湾大学学生 60名が座り込

みを開始した出来事に始まる学生運動を井尻秀憲は「台湾版ミニ天安門事件」

と呼んだ(井尻秀憲『台湾経験と冷戦後のアジア」勤草書房， 1993年， 107ペー

ジ)。ただし，台湾ではこの出来事は運動のモニュメントとして「ユリ」が飾

られ， 1野百合運動Jと呼ばれている(薬石山(曾上条・陳進盛中国語訳)r李
登輝輿台湾的国家認同』前衛出版社， 2007年， 262ページ)。

(80) こうした民 i二化の成県であろうか， 2006年と 2011年に台湾と韓国で「法の

支配」に関するアンケート調査が実施され， 1平均して 4分の 3以上が，政治

指導者は目的達成のために既成の手続きを無視してよい，という考えに反対し

たJ(Chong-Min Park and Yun-han Chu，‘Trend in Attitudes toward De-

mocracy in Korea and Taiw丘n'，edited by Larry Diamond and Gi-Wook 

Shin， New Challenge for lvlαturing Democracies in Korea and Taiwan， 
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Stanford， California: Stanford Univ巴rsityPress， 2014， p.41)。

(81) 主権独裁は「既存秩序全体を，その行動によって除去すべき状態とみなす。…

現行滋t1ニを停止するのではなく，憲法が真の憲法としての盗でありうるような

状態を作り出そうと努めるのであるJ(前掲， C ・シュミット(田中浩・原田

武雄訳)r独裁 近代主権論の起源からプロレタリア階級闘争までJ，157ペー

ジ。傍点は原文)。

(82) 荷揚，拙著『中国と台湾の「民主化の試みJJ第3章第 l章第 2項参照。サ

ルトリ(岡沢憲芙・中野秀之訳)r現代政党学J1巻，早稲田大学出版部， 1981 

年， 69 70ページは，こうした政党国家の特徴を，第 11こ政府の役職は党の役

職の副産物，第 2に官僚制のメリットシステムと党のキャリアシステムが共存

できる，第 3に党政治家み技術インテリとの亀裂が生じる，第4に国家の諸機

関(政治蒋察と箪)と政党機関との関係で複雑な問題が生じる，と指摘したが，

それぞれ長要のポイントである。

(83) Yu Kepin， Democracy and the Rule 01 Laωin China， Leiden and Boston: 

Brill， 2014， p. 13. 興味深いことに 1997年第 15回共産党全{本会議は正式に

「法の支配に従ったガパナンスの原理」を支持したと像可平はとこで指摘して

いる。 はお，中国語では「法の支配」は「法治J，ガバナンスは「治理」と釈

される。

(84) Min-xin Pei， '1s China D巴mocratizing?'，Foreign Affairs， Jan/Feb， 1998， 

pp.68-82. 裳明欣 (Min叫 n，Pei)は， この論文を書いた 8年後に著書，

China's Trapped Transition: The Limits of Developmental Autocracy (Cam-

bridge， Massachusetts: Harvard University Pr百 s，2006)を発表し， I共産

党支配卜.の民主的移行はよLうして遥かかなたの，あるいは非現実的とさえいえ

る展望のように見える」と悲観的に述べたくp.7)。

(85) I関子真理標準討論(1977年 7月-1978年 12月)J高勇主編『胡耀邦文選

(1975ー1986)J香港文陸出版社， 2009年， 16-24ページ。 1977年 12月に胡耀

邦は111央組織部長に就任すると 1957年ムー派闘争以来， I寛錯似家(寛罪・誤強:. 

でっち上げ)J事件で失脚していた党員の名誉回復を行った。名誉を回復した

党員数は，完全な統計ではないが， 1978年から 82年末までに全国で 300人以

上の幹部， 47万人以上の党員にのぼるとされる(韓洪洪『胡総邦:在歴史転

折関説(1975-1982)J，人民Hl版社， 2009年， 226ページ)。胡耀邦と部小平と

の関係は， 1980年 1月に胡耀邦が中共中央総書記に就任した時， I普通ならば，

拐耀邦は郵小平ら古い世代の革命家が自然法則により政治的舞台から引き下がっ

たあと，名実あい伴うナンバーワンになるはずであった。しかし，さまざまな

要素がからみあい，胡耀邦はこのチャンスを失った」という越蔚(玉華訳)
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(r趨紫陽が夢みた中国』徳問書庖， 1989年， 294-295ページ)の指摘が示唆的

である。

(86) David Sharnbaugh， Chiua 's Communist Parly: /Ilrothyαnd Adaptation， 

Berkeley， Los Angeles: University of California Press， 2008， p. 105目

(87) 部小平は， f実事求是」は「プロレタリア世界観の基礎であり，マルクス主

義の思想基礎である。これまでわれわれがおさめた勝利は，みな実事求是によ

るものであった」といっている(郵小平「解.放思想，実事求是，団結一致向前

看(1978年 12月 13日)JW郵小平文選 (1975~1982)~ 人民出版社， 1983年，

133ページ。同書の日本語訳，東方書庖， 1983年， 208ページ)。また， 1987 

年3月に米国のシュルツ国務長官に対して自身を「改革派」とか「保守派」と

いうより正確には「実事求是派」と称している (f郵小平会見宮子力三茨J安宗国・

劉碩編『郵小平与外国首脳及記者会談録』台海出版社， 2011年， 39ページ)。

なお，部小平の初期の改革開放路線の特徴は，天児封印日小平 :f富強中国」

への模索.1(岩波警庖， 1996年， 49ページ)によれば，第 lに農村改革の先行，

第 2に都市での非国営企業の発展・改革(自主権増大，工場長責任制)，第 3

に対外開放の窓口的な都市の指定，第4に経済権限の中央から地方への譲渡な

ど4点にまとめられる。この第 3点の例として経済J持区に指定された都市(深

ガ11など)をかかえる広東省の経済発展についてのレポートはエズラ・ F・ヴォー

ゲル(中嶋嶺雄監訳)W中国の実験:改革下の広東.1(日本経済新周社， 1991 

年)が具体的で読みやすい。

(88) 大田勝洪等編『中国共産党最新資料集.1(上巻，!Ji}J草書房， 1985年， 302-317 

ページ)。こうした党の組織・人事を担当するのが中国共産党中央組織部(中

組部)である。

(89) 前掲， W郵小平文選 1975-1982.1， 198-199ページ，日訳， 304-305ページ。

ただし，都小平自身は新設された党中央顧問委員会主任に就任して「腕政を敷

きはじめたJ(西村成雄・国分良成『党と国家:政治体制の軌跡』岩波書庖，

2009年， 157ページ)。この中央顧問委員会は 1992年 10月に廃止されたが

(毛塁和子『現代中国政治」名古屋大学出版会， 1995年初版， 139ページ)，今

日でも習近平政権の背後に江沢民の権威が見え隠れし， f院政」を想起させる

点で変わりがなL、
(90) 1978年から 90年にかけて l千5百万人の新しい幹部が主主)IJされ，その数は

それまでの約二倍に上ったという (BruceJ. Dickson， Democratization in 

China and Taiwan， Oxford University Press， 1997， pp. 140-141)。なお，ディ

クソンは同書で，政党の環境適応能力を効率的適応と対応的適応に区別して，

閏民党と共産党のそれぞれの適応能力にあてはめて，国民党は効率的適応によっ
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て近代化に成功しただけでなく競争選挙を実施して対応的適応をも果たして民

主化も達成できたが，中国共産党は効率的適応に止まり，対応的適応による民

主化ができなかったと説明した。

(91) 経済発展について本稿では触れない。この時期，越紫陽は四川省第一書記で

あり，人民公社の解体と農業の戸別生産請負制を実施して成果を挙げた(矢吹

晋『郵小平J講談社現代新書， 1993年， 101-102ページ)。察文彬主編『越紫

陽在凶川(1975-1980)~新世紀出版社， 2011年があるO なお，加藤弘之「中

国は『中国モデル』から決別できるかJ(渡辺利夫十21世紀政策研究所大橋英

夫編『ステート・キャビタリズムとしての中国:市場か政府か』効草書房，

2013年， 11ページ)は，中国の開発モデルの本質を「開発独裁モデル+漸進

主義モデル十大国モデル」であるとし，市場競争を「ルールなき(ルールが暖

昧な)環境」と見ているが，共産党一党制の政治規範が憲法号合むあらゆる法

規範に党が優位していることを示していて興味深い。あるJ'il¥小平伝の著者')J¥指

摘したように「もともと共産国家は，憲法があって政治が行われるのではなく，

政治路線に合わせて憲法が作文されるのであるJ(李天民『郵小平正伝:中共

の権力者一ーその人物と命運~ (千曲秀版社， 1986年， 244ページ)。

(92) r ，/1国共波党最新資料集 0981年6月-1984年 10月)JT主主，勤草書)JJ，

1986年， 405-407ページ。

(93) 前掲，竹花光範『中国憲法論序説~， 125-126ページ。なお， このような

「党政分工」の原則は天安門事件後， 1993年の憲法改正で「後退ないし有名無

実化Jしたと竹花は評した(河上， 156-157ページ)。

(94) 前掲，越蔚(玉華訳)r越紫陽の夢みた中国J，285ぺ-:;0前掲， r中国共

産党長新資料集』下巻， 442462ページ。己己では，企業の活力，合理的な価

格体系，そのための行政と企業の切り離し， r経済責任性」と労働に応じた分

配の原則，新しい人材の起用を挙げるー方， r党の指導強化」が付け加えられ

ていた。趣紫陽は「中図式全1:会主義」の活性化を目標にしていた。越紫陽のと

の活動も， 1984年 6月の章1¥小平の「中国の特色をもっ社会主義を建設しよう」

という呼びかけに基づくものであった(前掲，天児意「郡小平:r富強中国」

への模索~， 53ページ)。

(95) この「政治改革Jについて最近の調査研究によれば， ["改革のリベラルなレ

ベルと共産党の態度との問iこは負の相関関係が確認される」と悲観的に許制

されている (ZaijunYuan. The Failure of Clzina's "Democratic" Refonns， 

Lanham， Maryland: Lexington Books， First paperback edition 2013， p. 

145)。

(96) 前掲， r郵小平文選 (1975-1982)J，281ページ，日訳， 428-429ページ。
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(97) 同上， 456ページ。ピーレンブームによれば，郵小平は党政分離の措置をほ

とんど取らなかったが， r者レベルの党書記は省主席，市長，県長のポストを

辞職させられたが，党と l刻家の制度的つながりはそのままだった」という

(R. Peerenboom， op. cit.， p. 190)。

(98) 方励之の党籍剥毒事の根拠となった文献は「民主，改革，現代化J(方励之

(末吉作訳)~中国よ 変われ:民主は賜るものではない』学生社， 1989年，

208-274ページ)とされ，ここで方励之は「民主は必ず各個人の人権を基礎と

する。…民主の発揚という，これは上から下へとそれを発揚させることを指す。

このやり方はそれ自体が間違いである」と主張した (224ページ)。そのほか

方励之の見解は;<1]間文俊・代|村智明編『立ちあがる'1'[可知識人.方励之と民主

化の声J(凱風社， 1989年)参照。当時の中国人知識人の政治体制改革論につ

いて厳家其(末吉作訳)~中国への公開状J (学生社，1990年)は「中心問題

は権力の過分集中問題を解決すること」といっている (167ページ)。

(99) 楊中美(児野道子訳)r胡耀邦:ある中国指導者の生と死J(蒼蒼社， 1989 

年，227-230ページ)は 1月 16日中央政治局拡大会議のこの決定を党規約に

照らすと総書記の権限(中央政治局会議，中央政局常務委員会の召集権限)を

無視していて違法であり， r老人のクーデター」とみなした。趨紫陽は拡大会

議の形式は「組織原則に符合しないが，部小平としては問題ぞ解決して衝撃を

減らすつもりだった」と理解を示している(趨紫陽『国家的囚徒:越紫陽的秘

密録音』時報出版， 2009 if， 277ページ。河野純治以『遡紫|場料秘回想録:天

安門事件「大弾[fJの舞台裏J，光文社，2010年， 214ページ)。胡耀邦失脚の

原因を，胡のブレーンの一人は， 3つ挙げている。第 lに名誉回復した保守派

の幹部(楊尚昆，llsJ:-王，薄一波)の権力が拡大するのを大目に見過ぎたこと，

第2に「忍想、は変わるが，人は変わらない」と信じていたこと(胡耀邦がトッ

プだった各組織の後任，中央党校長玉震，中央組織部長宋任窮，中央宣伝部長

郵力群は胡耀邦の「民主改革」に反対した)，第 3に組織問題における権力闘

争に対する警戒心に欠けたこと(院銘(鈴木博訳)~中国的転変:胡耀邦と郵

小平』社会思想、社， 1993年， 48-51ページ)。郵小平側uからすれば，第 lに政

治・イデオロギー改革が急進的すぎる(郡小平の政界引退の意思を見誤った)， 

第2に官僚の腐敗.iJl及への反発(胡喬木の怠子逮il!D，第:3，こ越紫陽が反改革

派に与したとする(劉王室肱・悦銘・徐開(鈴木博)"米安門よ。世界に語れ :6

月4日・中国の危機と希望の真実』社会思想、社，1990年，104-106ページ)。

(100) 越紫陽「沿着有中国特色的社会主義道路前途(1987年 10月25日)J中共中

央文献研究室編「十一届三中全会以来党的歴次全国代表大会中央金会重要文献

選編J中央文献出版社， 1997年， 439-498ページ。
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(101) MirトxinPei， op. cit.， p. 52. 

(102) 前掲，越紫陽「沿着有中国特色的社会主義道路前途(1987年 10月 25日)，

472ページ。

(103) 同上， 471ページ。

(1似) Min-xin Pei， op. cit.， p.52. 

(1凶) 天安門事件後，党代表(党グループ〉と「対日部」は 1987年以前に戻り，

これらの機関は 1992年の党規約で制度化された(前掲，毛塁和子「現代中国

政治J，158ページ)。

(106) David Shambaugh， ~ρ. cit.， p， 145，なお，中央宣伝部は「メディア管理を

担当すると同時に，歴史をめぐる論争においても大きな役割を担う。…教育部

を使って学校の教科書を審査し，シンクタンクや大学の研究発表の内容をチェッ

クする，中央統一戦線工作部を使って， w歴史的に正しい」資料を香港や台湾

の同胞向けに準備するj，他方，組織部は「公的機関の幹部の人事ファイルを

維持・管理し，幹部役人の政治的信頼度や過去の業務実績を把握している」と

いう(リチヤード・マクレガー(小谷まさ代訳)r中国共藤党:支配者たちの

秘密の世界』草思社， 2011年， 358ページと 125-126ページ)。

(107) 現行中国憲法は，検察機関は「裁判機関と同等の司法機関」とされ(熊達雲

『法制度からみる現代中国の統治機構:その支配の実態と課題」明石寄居，

2014年， 120ページ)，人民法院は 1979年の人民法続組織法の「独自に裁判を

行い，法律にのみ従う」を修正して「法律規定に基づき独自の裁判権を行」う

として(現行 1983年人民法院組織法)，共産党の指導を明確にした(向上，

136ページ)。一方，党規律検査委員会は独自の裁判機能を持ち， r容疑者受事

実上詑致し，正式な事件として訴訟手続きを取るかどうか決定されるまで拘留

して訊問する。取り調べを受ける役人たちは家族に電話する権利や弁護士を雇

う権利は与えられず，裁判も行われず，法制度に委ねられることもなく，最大

6カ月まで拘留されるj(向上，リチヤード・マクレガー(小谷まさ代訳)， 221 

ページ)。

(1iω) Min弐 inPei， op. cit.， p. 52.悶上，熊達雲， 56-62ページに詳しい。

cl仰) 前掲，加茂具樹「中国共産党の憲政……活動の法制度化と領導の法制度化j，

21-24ページ。ただし，全人代は憲法上，立法権，人事権，決定権，監督権等

の職権を有しているが， rその機能を有名無実化され，実質的な権力をもって

おらず， rゴム印』と事111撤されている状況にあるj(江利紅『現代中閣の統治機

構と法治主義」中央経済社， 2012年， 89・92ページと 97ページ)。一番重要な

問題点は， r会人代が国家の立法権を独占しているわけではない。また， r議行

合一Jの原則に基づき，行政機関としての国務院が立法権を行使することがで
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きるJこみであろう(向上， 63ページ)。このように立法主体が「多議Jであ

ることの弊害に対処するため 2000年3月の「立法法」を制定する必要が生ま

れた。つまり，立法件数の増加に伴って「法主体聞の立法権限の衝突，各地方

聞の対抗立法や重複立法，各『法J閣の矛盾，立法手続および立法に対する監

督体制の欠如などの問題が生じたJからである(同上， 132ページ)。

(110) Kevin J. O'Brien， Refonn without Liberalization: China '5 National Peo・

Ple's Congress and Politics of Institutional Change， 1st published， Cam-

bridge University Press， 1999， p. 179. ごく最近の研究書によれば， 1979年

以降，競合的な法作成機関の拡大，立法の質の向上，法作成手続きの体系化と

透明性が進んだが，その反面，法の統一性と一貫性の問題が出現しており，法

律を急いで作り，新情勢の展開に従って修正される傾向があると指摘されてい

る (YuwenLi and Jan-Michiel Otto， 'Central and Local Law-Making: 

Studying China's Experience'， eds. Eduartd B. Vermeer and Ingrid 

d'Hooghe， China旨LegalReforms and Their Political Limits， London and 

New York: Routledge， 2014， pp.26-27)。
(111) 前掲，越紫陽「沿着有中国特色的社会主義道路前途(1987年 10月25日)， 

478-481ページ。

(112) MirトxinPei， op. cit.， p. 74. 2000年当初，人民代表大会は「民意機関Jに脱

皮しつつあると期待されていた(唐亮『変貌する中富政治:瀬進路線と近代化J

東京大学出版会， 2001年， 222ページ)。これら中国における末端レベルの選

挙研究の鏑矢は，史衛民・雷競縦『直接選挙:制度与過程一県(区)級人大代

表選挙実証研究J(中濁社会科学出版社， 1999年〉と史街民『公選与夜選:郷

鎮人大選挙制度研究.1(中国者科学出版社， 2000年)であろう。

(113) 前掲，江利紅「現代中国の統治機構と法治主義J，229ページ。

(114) Min-xin Pei， op. cit.， p. 75.ツァオによれば，経済発展がかえって競争選挙

を遅らせ，現職者は新たに獲得した経済資源を使って自己の権力を強化してい

る。その方法としては，第 lに農民を村の当局にそれまで以上に依存させ，第

2に資源を有する現職者が農民を選抜し，第 3に支持者を買収して中央政府の

競争選挙実施要求を無視する CSuishengZhao， 'China's Democratization 

Reconsidered'， Suisheng Zhao ed. China and Democracy: Reconsidering the 

Prospectlve for a Democratic China， New York and London; Routledge， 

2000， p. 14)。見方を変えれば，改革開放後，農民は「旧慣行をばねとして新

しい状況に対応していった」ということもできる(内山雅生「農村変革と農業

旧慣行」三谷孝ほか「村から中国を読む:華北農村 50年史」青木書庖， 2000 

年， 201ページ)。
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(115) 張文明『中国村民自治の実証研究J御茶の水害房， 2006年， 317-329ページ。

村民の自由投票は「海選」といわれるが，この制度は「村民委員会の選挙その

ものに採用されているのではなく，その前段階の，候補者を決定するための推

薦投票に採用怠れているJ(田中信行「中国村民委員会の選挙改革J~中国研究

月報』第 56巻第 l号 (647号)， 2002年 1月， 7ページ)。人民委員選挙開始

後， 20年を経て下された， もっと公平な評価としては， r村民委員会の運営，

有権者登録，候補者指名，選挙運動，秘密投票，代理投票に関連する有意な変

更が実施され，権力へのアクセスは広がった。しかしながら，ほkんどの地方

におけるデモクラシーの質は依然としてどうしようもなく低い。その主な理由

は，選挙が終われば，村民委員会は驚くほどに変化に乏しい社会政治環境に置

かれているからであるJ(Kevin J. Q'Brien and Rongbin Han，‘Path to De-

mocracy?: Assessing Village elections in China'， eds. Kevin J. Q'Brien and 

Suish巴ngZhao， Grassroots Elections in China， New York and London: 

Routledge， 2011， p. 19)。
(116) 前掲，鵡紫陽「沿着有中国特色的社会主義道路前途J，470ページ。ただし，

天安門事件後， 6月 23-24日に開催された第 13期4中総会で越紫陽は，かつ

て「経済的改革者，政治的保守主義者」だったが，近年，考え方が変わり，

「政治改革を優先しないと緩済改革の難問は解決が難しくなるだけでなく社会・

政治の各種矛盾がますます先鋭化するJと述べている(張良編『中国「六回」

真相』明鏡出版社， 2001年， 444ページ。山田耕介・高岡正展訳「天安門文書」

文書量春秋社， 2001年張良編『中国「六回」真相」明鏡出版社， 2001年， 1019 

ページ。山田耕介・高岡IE展訳『天安門文書J文葱春秋社， 2001年， 435ペー

ジ)。

(117) 趨紫陽「国家的囚徒:趨紫陽的秘密録音」時報出版， 2009年， 38-40ページ。

河野純治訳『越紫陽極秘回想録:天安門事件「大弾圧Jの舞台裏J，光文社，

2010年， 38-39ページ。趨紫i湯は，学生たちが胡耀邦を，名誉回復，腐敗撲滅

などを改革の指導者とみなし，かれの失郷理由に反発し，政治・経済改革停止

に不満だったことを挙げている。天安門の学生指導者の一人は，胡耀邦を「党

指導者のなかでつねに最も開放的で誠実な人物Jと見ていた(沈形(石戸谷滋

訳)~革命寸前天安門事件・北京大生の手記J 草恩社， 1992年， 188ページ)。

(118) 同上， 44ページ。河野純治訳， 46ページ。

(119) 越紫陽が北朝鮮に外遊すると，李鵬が北京市党委員会幹部を集め，まず政治

局常務委員会に，次いで郵小平に報告するよう求めた。この報告を聞いた郵小

平は「反党・反社会主義動乱」ときめつけた(マックファーカ一英語版序「改

革的設計師J前掲『国家的囚徒:趨紫陽的秘密録音J，14ページ。日本語訳，
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30ページ)。趨紫陽自身はゴルバチョフとの会談で郵小平が共産党の最高指導

者であることを指摘したことが誤解されたと考えている(同上， 80-81ページ。

日本紙訳， 103ページ〉。侃銘によれば，越緊|場は李鵬を過小評価したという

(前掲，鈴木博訳『郵小平帝国の末日』三一書房， 1992年， 250ページ)。李鵬

(1928-現在)は， 2014年に『李鵬回憶録(1928-1983)J (中層電力出版社・中

国文献出版社， 2014年)を出版するが， 1983年 6月に趨紫陽の下で副首相に

なる前で筆を置き，それ以降.r六四Jまで触れていない。

(120) 超紫陽は 1987年 1月の政治局拡大会議で胡耀邦辞任を承認する決定に異議

を唱えなかったことを州想録で次のように11己弁護している。第 1に郵小平と

胡続安15の話し合いで辞任がすでに決まっていた，第 2に1986年 12月の学生デ

モ以降，胡耀邦が党長老に無視され仕事が出来なくなっていた，という(前掲，

越紫陽『同家的囚徒:鵡紫陽的秘密録音1217ページ。日訳. 281-282ページ)。

ベンジャミン・ヤン(加藤千洋・優子訳)r部小平政治的伝記.1(朝日新聞社，

1999年， 271ページ)が「郵を喜ばすと同時に，胡の苦境をうまく利用するた

めに，越紫陽lま反胡耀邦の3工場を取る党長老の側に立ったJというのは的確な

評価であろう。ここでは越紫陽と胡耀邦は二人とも郡小平という指導者への尊

敬の念こそあれ，改革のために部小平と対決しなければならないとは考えてい

ない(趨紫陽の場合は. 3回目の失御前夜の 1975年に部小平から四川省の党

政全権を任された。前掲，趨蔚『趨紫陽の見た夢J，243ページ。胡耀邦の場

合は，前掲，院銘(鈴木博訳)rr中国的転変J，142ページ〉。それどころか危

機に際して改革派としての同志意識を持つというよりも，党員の組織原理に従っ

て行動していたことが指摘できる。

(121) 郵小一平は 1989年 5月 [7EI， 自宅で開催した常務委員会で，学生たちの背後

にいる連中のスローガンは「共産党打倒」と「社会主義制度の転覆」だと言い

切っていた(前掲，張良編「中国「六四J真相J，444ページ。日訳『天安門

文書』文饗春秋社， 2001年. 203ページ)。興味深い点は，胡線邦が険西省党

委第ー書記の時，副秘??長を勤めた林牧(1927-2006)がその問想録『燭燈夢

猶虚:胡耀邦助手林牧閏憶録J(新世紀出版社， 2008年， 269ページ)で「郵

小平が銃撃で人を殺しタンクで人を諜き殺すことができるとはだれも全く想像

していなかった」と言っている点である ο 胡耀邦がテクノクヲートだったのに

対してil!1小平は「銃口から政権が生まれる」といった毛沢東と同じ革命家だっ

たことが分かるであろう。

付記本稿は中村文隆・大胡修両先生にも献呈し，中村・大胡・秋元の三先生のこ

れまでのご厚誼に感謝申し上げます。
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